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（午前９時５８分 開会） 

○森西正委員長 ただいまから民生常任

委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、水谷委員

を指名します。 

 先日に引き続き、議案第４号、議案第１

２号及び議案第３２号の審査を行います。 

 質疑に入ります。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 おはようございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、国民健康保険にかかわる質問

をさせていただきたいと思います。 

 予算概要の１６２ページ、国保運営協議

会事業についてでございます。これは、摂

津市の国保に係る運営協議会の費用かと

思いますけれども、私も傍聴はさせていた

だきました。先日、ホームページにも協議

会の開催状況について出ておりました。改

めて最近の協議会の開催状況、また、協議

の内容について教えていただきたいと思

います。 

 それから、二つ目、これは、光好委員が

退職者の被保険についていろいろとお尋

ねになっていた、保険給付費全体について

お伺いをしたいと思います。 

 予算概要は、１６４ページから１６７ペ

ージにいろいろと掲載をされております

けれども、協議会でも保険給付費の増額に

ついて触れられておりました。本市の状況、

また近隣の状況、大阪府全体の状況につい

て、わかる範囲でお聞きをしたいと思いま

す。 

 それから、予算概要１６８ページの人間

ドックの助成についてでございます。香川

委員や光好委員も質問をされておりまし

た。これにつきましては、私も質問等で要

望もさせていただき、今回、拡充となった

わけでございますけれども、保健事業の充

実というのは非常に重要であると考えて

おりますので、改めまして人間ドック助成

金の拡充の経緯、そして現状についてお聞

きしたいと思います。また、市民の皆様か

ら何かお声とか受けておられたら、そうい

ったことも言っていただけるとありがた

いです。 

 ４番目でございます。 

 予算概要の１６８ページ、糖尿病性腎症

重症化予防事業委託料についてでござい

ます。現在の実施状況と内容についてお聞

きしたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは、福住委員

のご質問にお答えします。 

 一つ目は、予算概要１６２ページの運営

協議会費についてでございます。本市の運

営協議会につきましては附属機関であり、

被保険者代表及び保険医代表、公益代表等

で、１４名から構成されております。 

 令和元年度を含めて例年、年２回の実施

をしておりまして、１回目がおおむね８月

下旬から９月の初旬にかけて、こちらに関

しては、主に前年度の決算見込に関する報

告をしております。 

 第２回につきましては、１月下旬から２

月初旬にかけて、こちらにつきましては、

本算定結果の説明並びに次年度の予算案、

保険料率の設定、法改正等に係る諮問、審

議を行っております。 

 第１回と第２回の共通の事項としまし

ては、特定健診を初めとする既存の主要保

健事業についての進捗状況や、あるいは新

規の保健事業について、各委員より幅広い

意見をいただいているところでございま

す。 
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 続きまして、二つ目の保険給付費全般に

係るご質問でございます。 

 本市におきましては、被保険者数の減少

に伴い、総額としては、平成２９年度で申

しますと約７０億７，５００万円、平成３

０年度では６７億１，２００万円と減少傾

向を示しているものの、医療の高額化や団

塊世代の７０歳到達に伴い、一人当たりの

保険給付費は、依然として伸びている状況

でございます。 

 なお、令和元年度につきましては、まだ

見込み段階ではございますが、高額医薬品

等の影響により、被保険者数の減少よりも、

そちらのほうが、影響が上回って、最終的

には前年度をやや上回るような形の着地

点を今のところ見ております。 

 大阪府及び北摂近隣市との一人当たり

の保険給付費の比較でございますけれど

も、こちらにつきましては、令和２年度の

予算案で既に府推計が出ておりまして、北

摂７市においては最も高い数値で、一人当

たり３７万７３４円となっております。府

内４３市町村でも、９番目に高い市という

ことです。 

 続きまして、予算概要１６８ページの人

間ドック費用助成拡充に係る経緯等につ

いての改めてのご質問でございます。 

 こちらにつきましては、既に香川委員に

ご答弁させていただきましたが、広域化初

年度の平成３０年度より、大阪府の国民健

康保険の共通基準として開始されました。 

 広域化以前より実施している市町村と、

そうでない市町村がございまして、本市は

後者で、広域化よりスタートした市になり

ます。 

 平成３０年度は５９件と振るわなかっ

たものの、平成３１年、令和元年度につき

ましては８０件を超えており、目標の１０

０件に到達する見込みでございます。 

 開始当初は１万３，０００円での実施で

ございましたが、大阪府からの普通交付金

の保健事業への割り当てを工夫すること

で、市負担を発生することなく、上限額を

引き上げることが可能ということが、予算

編成で徐々に判明してきたこともござい

まして、２万６，０００円を予算案として

計上しております。 

 その一方で、市民の方からは、後期高齢

者は２万６，０００円なのに、なぜ国保は

１万３，０００円なのかといったご意見も

ございまして、そういったところから２万

６，０００円という形をとったのも一つで

ございます。 

 また、国からは現在、高齢者に対する保

健事業の指針として、国保と後期高齢者の

保健事業を接続してくださいといった形

の指針が示されております。本市として、

どういったことができるかというのは、こ

れから検討していくところではございま

すけれども、まず、その足がかりといいま

すか、第一歩として人間ドック助成額を後

期高齢者とそろえて、２万６，０００円に

するという形での拡充となったものでご

ざいます。 

 続きまして、同じく予算概要の１６８ペ

ージの糖尿病性腎症重症化予防事業につ

いてのご質問でございます。 

 まず、今年度の実施状況でございますが、

保健指導部分におきましては、入札の結果、

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会

社というところが受託しており、栄養指導

部分につきましては前年度と同様に、保健

センターにて委託しているところでござ

います。 

 プログラムの抽出条件に該当している

国保被保険者に対して、参加希望とかかり
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つけ医の主治医の同意を得られた方に対

して保健指導を実施しております。並行し

て前年度に保健指導を実施された方に対

しまして、「からだ改善教室」と銘打った

栄養指導を国立循環器病研究センターと

連携の下、実施しているところでございま

す。 

 平成３１年４月には、国の糖尿病性腎症

重症化予防プログラムも改訂され、国とし

ても優先的に取り組むべき保健事業とし

ていることから、本市としても引き続き注

力しているところでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 それでは、質問の２回目をさせていただ

きたいと思いますけれども、代表質問の中

でも一部ご答弁がありましたように、令和

２年度は、大阪府国民健康保険運営方針の

見直しの時期ということで聞いておりま

す。本市の国保運営協議会で、見直しにつ

いて何か意見を求めるというようなこと

はされているのでしょうか。 

 また、大阪府の運営方針はどのように見

直し、決定をされていくのか、そういった

ところでのスケジュール等がございまし

たら、お聞きをしたいと思います。 

 ２番目ですね。本市においての保険給付

の現状、また近隣市、また府内の状況につ

いて理解をいたしました。摂津市が大変高

いという数字であるということですね。 

 一人当たりの医療費ですね、保険給付費

が北摂、また、近隣市よりも高い理由とい

うことについての何か分析というのはさ

れているのでしょうか。また、それに対す

る対策というのを捉えているのであれば、

そういったこともお聞きをしたいと思い

ます。 

 三つ目でございます。人間ドックについ

てですね。拡充に至った経緯、また国の方

針や指針について答えていただき、理解を

いたしました。 

 人間ドック費用の助成件数も、今年度は

昨年よりもふえてきているということで、

少しずつ周知が広がり、この際、もっと詳

しく聞いてみようという市民の方もいる

んだなというふうに感じます。 

 年に１回の特定健診を受診し、生活習慣

病の予防、また早期発見にもつながること

から、さらに人間ドックなどの精密検査で、

突発的な病状の進行に気づくことができ

るということでは大変有効なものだと思

っております。 

 病気というのは突然に起こったりもし

ます。毎年の特定健診では大丈夫なのに、

やっぱり急にぐあいが悪くなるとか、翌年

の検査でひっかかってしまうというよう

な方もいらっしゃいますのでね。そういう

意味では、この人間ドック費用の助成の拡

充というのは大変有効なことなのかなと

思っておりますけれども、今後、助成の拡

充をされ２万６，０００円にとのことです

が、その次の方向性というのはないでしょ

うか。 

 例えば、ほかのオプションをつけてもら

えるとか、そういったことも今後展開があ

れば、そういったことについてのお考えを

お聞きしたいと思います。 

 また、糖尿病性腎症重症化予防事業につ

いてでございます。 以前から気になって

いるのは、このプログラムですね。このこ

とについて、事業の抽出条件に該当してい

るにもかかわらず、実際に保健指導を受け

られない、また、参加されない方へのフォ

ローというのはどのようになっているの

かが大変気になるところでございます。 
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 また、千里丘に新設されましたクリニッ

クの稼働状況というのも前回、こういう施

設ができましたということをお聞きしま

した。その稼働状況も気になるところです

ので、現在、国保で人工透析の治療を受け

られている方がどの程度おられるのか、お

聞きをしたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは、福住委員

の２回目の質問にお答えします。 

 まず、国保の運営方針の見直しの動き、

スケジュールについてでございます。 

 現段階での予定ということでのご答弁

となりますが、まず、国から国保運営方針

策定要領及び納付金ガイドラインの改訂

がこの３月に示される予定となってはお

ります。その改訂を受けて大阪府において、

府内市町村との協議の場でございます広

域化調整会議の場を活用して、運営方針の

見直しに向けた議論が行われるものと思

われます。 

 その上で、恐らく８月の下旬あたりに運

営方針の見直しの素案が示されるかと思

われますので、その素案をもとに本市の令

和２年度第１回の国保運営協議会で、各委

員よりご意見をいただければと考えては

おります。 

 最終的には府内市町村の意見聴取等も

踏まえて広域化調整会議を重ねながら、１

１月には大阪府の国保運営協議会にて最

終案が示され、諮問・答申を踏まえて決定

されるものと聞き及んでおります。 

 続きまして、保険給付費の部分でござい

ますが、今年度につきましては、被保険者

数の減少の影響が強いと見通して、総額は

６９億７，０００万円と計上しているとこ

ろではございます。 

 その一方で、一人当たりの保険給付費が

高い要因でございますが、レセプトからの

分析によれば、やはり府内市町村同様に、

高血圧症や糖尿病、脂質異常症などのレセ

プト件数が上位を占めております。 

 その上で本市の傾向といたしましては、

近年ふえておりますのは、肺がん、脳梗塞、

心臓弁膜症については、件数は減っている

ものの、請求されてくる１件当たりのレセ

プトの点数が増加傾向にございます。 

 それ以外の要因としましては、これまで

もご答弁申し上げておりますが、例えば、

肺がん治療におけるオプジーボやキトル

ーダ、あるいは肝炎治療のマヴィレットと

言われる薬なんですけれども、こういった

高額な治療薬の使用によるものでござい

ます。 

 また、別途ご質問されております特定疾

病の一つである慢性腎炎の治療としての

人工透析の患者数の緩やかな増加も保険

給付費の増加の要因となっております。 

 これらの対策としましては、第２期デー

タヘルス計画に示されていますように、特

定健診及び特定保健指導の実施を基本と

しつつ、未受診者勧奨であったり、ご質問

されております糖尿病性腎症重症化予防

事業、非肥満血圧高値者・血糖高値者受診

勧奨事業、若年者健診・保健指導などで改

善を図りつつ、薬剤関係では高額薬剤の使

用というのは、なかなか抑制はできません

が、ジェネリック医薬品の普及率の向上の

ために、医薬品差額通知を送付するなどし

て、医療費の適正化に努めているところで

ございます。 

 続きまして、三つ目の人間ドックの費用

助成拡充以外の今後の方針等のご質問で

ございます。 

 繰り返しになりますが、令和２年度は１
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５０件、既存分を合わせて１７０件を目標

として、費用助成の予算計上を行っており

ます。 

 まずは、人間ドックの受診者数をふやし

たいというのが本市の考えでございます。

これはなぜかと申しますと、人間ドック費

用の助成によって、その人間ドックの結果

を提示していただきます。その結果によっ

ては、特定保健指導の対象になる方もおら

れますので、こういった方々のデータの蓄

積、あるいは分析は、市の大きな財産とな

ります。あわせて、この方々の数を特定健

診数に上乗せ、カウントできることから、

受診率の向上にもつながります。 

 その一方で、今後の想定されるものとし

ては、新たなオプションメニューというこ

とになりますが、例えば、近隣市で実施さ

れております脳ドック、あるいは肺ドック

といったようなものにはなるんですけれ

ども、残念ながら、本市における人間ドッ

クの受診機関は少なくて、なおかつ、こう

いった専門性のあるものとなると、なかな

かハード面で難しいところもあるかもご

ざいませんが、健都における医療クラスタ

ーの形成が着実に進んでいる中で、その専

門性や資源を十分に活用できるよう、関係

課、関係機関と協議・検討してまいりたい

と考えております。 

 続きまして、四つ目の糖尿病性腎症重症

化予防事業に関してでございます。 

 現在、予算計上としては、１０名の方が

保健指導の対象となっており、それ以外の

抽出された方で実際に受けられない方に

関してのフォローといったところでござ

います。こちらに関しては、もちろん主治

医の管理、指導の下、コントロールがなさ

れている方もおられるのは一定事実でご

ざいますが、そうでない方もおられます。 

 そこで、令和元年度につきましては、実

際に１０名から外れた方に対しては、アン

ケート等を実施しまして、状況の確認を行

ってまいります。 

 令和２年度におきましては、さらに、ア

ンケートに＋α何らかの形で、この方々の

状況確認ができる仕組みを構築してまい

りたいと考えているところでございます。 

 現在、国保の被保険者で人工透析を受け

ておられる方が、２月末現在で９０名おら

れます。引き続き、こういった方の新規の

人工透析の移行、防止には尽力をしていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、３回目。 

 要望になると思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 国保運営協議会の事業についてでござ

います。大阪府国民健康保険運営方針の見

直しと、また、協議のあり方についてお答

えいただきました。 

 広域化も３年目を迎えるということで、

広域化における事務について、中身それぞ

れあったかと思いますが、見直すべき点や、

また改善、また、もっと推進していこうと

いう、そういった部分がさまざま出てきて

いるのもあるのではないかと感じます。 

 しかしですね、府内市町村全てが同様の

見解ではないということもあるでしょう

から、本市の国保運営協議会の十分な意見

を活用しながらですね、市としての意見や

要望を積極的に発信されていくことを要

望したいと思います。 

 それから、２番目の保険給付費について、

本市が高いという話でお答えいただきま

した。疾病傾向の分析、また、それに対応

した事業等についてお答えをいただきま
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した。 

 これまでもお話があったと思いますけ

れども、保健事業の成果、効果というのは、

すぐに結果として出るものではないと思

います。じっくり時間をかけなきゃいけな

いものが多々あるかと思います。そういう

意味でも、やはり特定健診、特定保健指導

の実施というのが一つは有効的な手段で

あります。未受診者への勧奨や医療機関へ

の受診勧奨も重要だと考えております。 

 第２期データヘルス計画におきまして

も国保年金課、また保健福祉課と保健セン

ターの連携というのが主要事業であり、そ

ういったところが連動をしていくものだ

と考えておりますので、どうか今後とも引

き続き連携を強くしながらですね、保健事

業の実施に当たっていただきたいと思い

ます。そして、市民のますますの健康づく

りに向かっていくように、運動論であった

り、講座であったり、いろいろあると思う

んですけれども、つなげていきながらです

ね。結果として、それが、保険給付費の削

減、また、適正化につながっていけばなと

思いますので、どうぞよろしくお願いをい

たします。これも要望とさせていただきま

す。 

 そして、三つ目ですね。人間ドックにつ

いて、今後の考え方、お聞きをいたしまし

た。 

 私の周囲でも人間ドックの費用の助成

について、まだまだ知らない方、結構おら

れます。せっかくの費用助成、そういった

ことをお話しすると、大変興味を持たれる

市民の方もおられますのでね。この拡充を

さらにするということでありますので、し

っかりと周知されるように、効果的な取り

組みをしていただきたいなと思います。そ

して、一人でも多くの方が申請、活用され

ることを期待しているところでございま

す。 

 人間ドックの一般的な費用というのは

４万円から５万円程度かと思いますので、

そのうちの２万６，０００円というのは、

非常に大きな有益のあるものだと思いま

す。さらに、脳ドック、肺ドックというも

のが、専門的な検査が今後も導入されるこ

とが、やっぱり私自身も人間ドックを受け

てる身としましては、なかなか脳ドック、

肺ドックを受けますと、かなり高額になっ

てまいりますけど、やっぱり年齢が来ると、

そういったところも検査してみようかな

と思うことも多くなってまいりましたの

で、こういったことの展開も期待をしたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それから、糖尿病性腎症重症化予防事業

についてでございますけれども、抽出条件

に該当しているにもかかわらず、保健指導

が受けられない方への今後の対応、取り組

みについてお聞きをいたしました。 

 人工透析患者数が９０名ということで、

年間の治療費がたしか５００万円ぐらい

というお話だったと思いますので、単純に

掛けただけでも随分な、高額になるんだな

と思います。 

 その前の段階のインシュリンでも年間

５０万円ぐらいかなとか、その話をお聞き

したことがあるので、やはり糖尿病の重症

化というのは未然に防いでいかなければ

いけない病気だなと改めて実感をしてお

ります。もちろん新規の透析患者の中には

社会保険から加入をされている方や転入

者という方もいろいろあると思いますけ

れども、ぜひともそういった重症化予防に

取り組んでいきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。 
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 既存の国保加入者や特定健診加入者で、

特定健診やレセプトデータで糖尿病性腎

症の重症化が疑われているにもかかわら

ず、国保のそういったすき間を縫ってです

ね、結局、人工透析に移行されてるという

ことになっている結果があるかと思いま

す。 

 特定健診結果がないと抽出条件に当て

はまらないということであれば、保健福祉

課のウオーキングイベントや糖尿病予防

教室などのポピュレーションアプローチ

との連携、また、地区担当保健師とも連携

をしながらですね、さらにはレセプトデー

タを活用して、より細かい網の目で、市民

の重症化予防をしていただきたいと思い

ます。 

 以前にチラシをご紹介させていただき

ました。埼玉県ではレセプト、今まで治療

していたレセプトデータを見る中で、治療

していたなと思われるような人に対して、

治療を中断されてませんかという案内を

送るだけでも、気づきになるのかなと思っ

ておりますので、そういったいろんな他市

でも工夫されていることを参考にしなが

らですね、今後とも、この重症化予防に取

り組んでいただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 おはようございます。 

 国保の質問をさせていただきます。 

 まず、国民健康保険料ですね。今回、条

例も出ておりますけれども、値上げという

ことになっています。これをもっとわかり

やすく、モデルケースでお示しいただきた

いと思います。 

 ケースとして単身６５歳以上７４歳以

下、年金収入、月１２万円の方。それから、

ケース２としては、シングルマザーと子ど

も２人、お母さんは４０歳代、年間所得１

００万円。ケース３番目としまして、４人

世帯ですね、４０歳代のご夫婦と子ども２

人、年間所得２００万円。 

 ここ三つは、法定軽減がかかるケースで

すけれども、このケース３の世帯が２５０

万円の所得だった場合、教えていただきた

いと思います。 

 続きまして、一人当たりの保険料、この

金額ですね、今年度摂津市の一人当たり保

険料です。大阪府から出されている標準保

険料との間で、今回、繰り入れも入れてい

ただき、基金からの投入もあり、大阪府の

標準保険料よりも引き下げた形で設定さ

れておられると思います。どれだけ下げた

のか。その財源は具体的に、どこから幾ら

ということで教えてください。 

 昨年度の金額を維持する、値上げをしな

いためには財源は、あとどれぐらい必要だ

ったのか、教えてください。 

 三つ目です。今回も値上げですが、この

間、値上げが続いています。大阪府の統一

化というのが２０２４年で、ここまでは激

変緩和といいながら、値上げがずっと続い

ていくという計画なわけですが、大阪府が

今回、傾向分析・推計を出されたというこ

とは代表質問でも取り上げましたし、大変

大きな値上げが２０２４年度まで続いて

いく。２０２４年度では４９．６％の金額

が示されています。 

 ２０１９年で１３．９万円だったものが

２０．８万円ということに引き上がるとい

う形のものが大阪府から示されています。

摂津市は、法定外繰入を入れる前の数字で

すけれどもね。これよりも１万円ほど、い

つも高いということだと思いますので、ま
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たさらに高い金額の設定になっていくと

思います。 

 そこで、光好委員からも出されていまし

たけれども、大阪府の運営方針の見直しと

いうのがこれから行われていくというこ

とであります。森﨑課長も言うべきことは

言っていくというふうなご答弁でしたが、

具体的にどんなことを大阪府に対して言

っていこうと思っておられるのか、お聞き

したいと思います。 

 続きまして、減免の制度、一部負担金免

除の制度です。これも大阪府の統一化によ

って、２０２４年には一つにまとめられる

ということです。今は摂津市の減免制度と

大阪府の減免制度、両方をまとめていると

いうふうな形なんですけれども、ざっくり

とで結構ですので、その二つの制度、説明

をしていただきたいと思います。 

 続きまして、今回新たに保険者努力支援

金に対して新しい設定が行われました。ペ

ナルティーの制度ができていると聞いて

いますので、その中身について教えてくだ

さい。 

 それから続きまして、基金の問題です。

これも光好委員から質問があったと思う

んですけれども、基金の、どんなふうに使

うのかということですけれども、この中身

は今、激変緩和の間とそれから統一化後と

違ってくると思うんです。統一化をされた

後は、この基金はどんなふうに使うのかと

いうことについては、一つはお答えにあっ

たと思うんですけれども、保険料の収納が

足りなかった、その補塡のためにというふ

うにおっしゃっていたと思います。 

 金額はすごく上がってきて、収納率が落

ちてくるという前提のお話なのかなと思

って聞いていたんですが、そうでなければ

大阪府との関係で、医療費は大阪府が支払

うということで、分担金を払えば摂津市の

国保は赤字にはならない、黒字でいくとい

うことであると思うんですけれども、そこ

の確認をしたいので、お願いします。例外

は健康のために使うということですね。基

本的には、市町村は国保会計は黒字になら

ないというふうに聞いておりますので、よ

ろしくお願いします。 

 最後の問題です。国保のシステム改修で

すね。これもいろいろと質問が出ておりま

した。 

 マイナンバーカードを健康保険証のか

わりに使えるという制度でございますが、

健康保険証そのものはどんなふうになっ

ていくのか。今、マイナンバーカードを持

っておられない方もいらっしゃると思う

んですが、その点をお答えいただきたいと

思います。 

 あと、医療機関ですね。その対応が全て、

どこの医療機関でも使えるようになるの

かという問題についても教えてください。 

 以上です。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは、増永委員

のご質問に順次お答えしていきます。 

 １点目が保険料値上げに関して、モデル

ケースでの提示ということでございまし

たので、まずは令和２年度の摂津市の独自

の保険料における、各モデルケースの年間

額を申し上げます。 

 まず、ケース一つ目の単身世帯に関しま

しては２万３，４２８円でございます。 

 ケース二つ目、３人世帯、４０歳代一人

と子ども二人の場合で、年間所得１００万

円の場合は１７万５，５８４円となってお

ります。 

 ケース三つ目、４人世帯で、４０代お二

人とお子様２人で、年間所得２００万円の



- 11 - 

 

場合は４０万６，２６４円となります。 

 同じく４人世帯で、条件として年間所得

が２５０万円の場合につきましては、５１

万８，７５９円が令和２年度の試算となり

ます。 

 続きまして、一人当たり保険料が上がっ

ているという中での大阪府から示された

保険料に対して本市として、どういった形

で保険料の抑制財源を投入したかという

ことでございますが、今回における抑制財

源の総額は１億１，２５５万６，０００円

でございます。 

 内訳としましては、大阪府支出金等で５，

２５５万６，０００円、基金から５，００

０万円、一般からの法定外の繰り入れで１，

０００万円で、再度申し上げますが、合計

１億１，２５５万６，０００円となってお

ります。 

 続きまして、もし仮に前年度の据え置き

をした場合の金額でございますが、令和元

年度と同じの場合ですと、総額で２億１，

８３０万２，０００円の金額が必要となり

ます。 

 値上げの傾向分析に関しまして、大阪府

の推計が出されましたが、最大で４９．

６％となっております。ちなみに、この推

計に関しましては３パターン、大阪府は推

計を示されております。その一番低いとこ

ろに関しまして言いますと、単年度の伸び

率が５％台となっており、本市も、そこに

近い形で、一番低い水準での被保険者に配

慮した保険料設定はしているところでご

ざいます。今後の運営方針の見直しで、や

はり本市としても引き続き要望していき

たいことは、国保の構造的な課題としての

低所得者、高齢化というのはなかなか変わ

りません。その中での引き続きの公費の拡

充と、これまでも繰り返しております、低

所得者へ配慮した何らかの軽減的なもの、

さらには、課題として残っております、多

子減免等については、運営方針が見通され

る中で、意見として述べていきたいとは考

えております。 

 続きまして、一部負担金減免の制度に関

してでございますが、現在、本市は、平成

３０年の広域化以後、運営方針の共通基準

と本市独自の減免制度を併用している形

でございます。生活保護基準を基準にして

いることには変わりませんが、大きく違う

ところは、１年以内の所得減少に関して、

それがあるかないかで共通として扱える

か、扱えないかという形でのところが一番

大きな違いとなっております。 

 続きまして、保険者努力支援制度のペナ

ルティーに関するご質問でございます。 

 まず単純に、一般会計からの法定外の繰

り入れがあるからと思ってマイナス評価

となるわけではございませんが、繰り入れ

がなければ３５点の配点という形にはな

っております。 

  赤字削減・解消計画を策定しているが、

削減予定額を達成していない場合、マイナ

ス１５点。赤字削減・解消計画をそもそも

策定していない場合や、策定していても、

目標年次が定められていないなどの不備

がある場合は、マイナス３０点というよう

な形のマイナス配点となっております。 

 また、都道府県分では、従前より決算補

てん等目的の法定外繰入の解消等という

項目がありまして、府内全体で、策定対象

市町村の３割以上が策定をしていない場

合、マイナス１０点や大阪府として計画の

とりまとめや、公表していない場合はマイ

ナス５点といったマイナス配点となって

おります。 

 続きまして、基金の今後についてのお話



- 12 - 

 

でございます。スタートしてから現在、本

年度は５，０００万円の基金からの繰り入

れをしているところでございますが、医療

費、いわゆる保険給付費につきましては普

通交付金で、ほぼ全額賄うことができます。

その上でいいますと、赤字となる要素とし

ましては、収納不足でございます。 

 その収納不足に関しての補てん財源と

して基金を繰り入れるというのは１点ご

ざいます。さらには、それ以外で新規の保

健事業の拡充等の財源とすることが現状

での基金の用途となっております。 

 最後のご質問かと思いますが、システム

改修、マイナンバーカードに関するご質問

でございます。 

 現在、一般会計での千葉課長からのご答

弁もございましたように、本市のマイナン

バーカードの普及率は２３．０％となって

おりますが、あくまでも市民全体での部分

でございます。国からは、現在、協力依頼、

通知が来ておりまして、国保の被保険者に

もマイナンバーカードの作成の勧奨を行

っていただきたいという形で、スケジュー

ルがされようとはしております。あくまで

も令和２年度に関しましては、もちろん紙

ベースの健康保険証は残りますので、例年

どおり１０月中旬以降に一斉更新の下、紙

ベースでの健康保険証は発送いたします。 

 また、それに対応する医療機関側の準備、

調整等でございます。こちらは、法改正で

医療機関側に対する基金が設立されてお

ります。それらを使って、恐らく医療機関

側も準備はされると思いますが、そのスピ

ードであったり、程度に関しては、今のと

ころ承知はしておりません。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目は全て

要望としておきます。 

 ２０１７年度と比較をすると本当に、保

険料が大きな金額になってきているなと

いうふうに思います。 

 最初のケース１の場合は約４，０００円

ほどの値上がりになります。２０１７年度

は広域化の前ですね。ケース２の場合は１

万３，０００円ほどの値上がりになります。

ケース３、ここは４０万円超えですけど、

３万３，０００円ぐらいの値上がりという

ことです。 

 ２５０万円の世帯の２０１７年度のケ

ーズは計算できていなくてありませんけ

れども、先ほど５１万８，７５９円が今年

度だというふうに、５０万円超えていると

いうことだったので、これも大変な、大幅

な値上がりだというふうに思います。 

 本当に市民の方の負担が重くなってい

るなというふうに思いますので、ここはぜ

ひですね、やはり広域化のせいで、これだ

け値上がりはしてきている、国保が赤字だ

からじゃないということは、はっきりして

いると思いますので、大阪府に対して、し

っかりと保険料の引き下げということを

おっしゃっていただきたいなというふう

に思います。 

 一人当たり保険料ですね。これ大阪府の

標準との違いはお聞きしました。引き下げ

のために、これも繰り入れをいただいてい

るということでございますが、基金の繰り

入れというは一旦取った保険料も、その中

に入っているわけですから、市民の皆さん

からすると、その保険料というのは下げた

といっても、摂津市に下げてもらったとい

うよりも、自分たちが先取りされたお金が

もう一回戻っているという部分もあると

いうことですので、一般会計の繰り入れ、

しっかりしていただきたいと思います。 
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 値上げをしないための財源、あとどれく

らい必要かということで、約２億１，００

０万円というお話でした。摂津市は、この

広域化の話が出る以前ですね、ずっと繰り

入れを行ってきていただきました。この保

険料軽減分の繰り入れというのは、平成２

９年度。ここまで３億円から２億円入れて

いただいていたんです。ですから、とんで

もない金額だということではなくて、摂津

市が今までずっとしてくださってた、市民

に対しての保険料軽減のための取り組み

をやっていただければ、値上げをしないで

済んだということですので、ぜひもう一度、

国は別に、市町村が保険料を定めることに

ついて何も、それはいけないということは

言っておりませんので、保険者としての権

利ですので、そこら辺はしっかりとやって

いただきたいなというふうに思います。 

 次に、統一化についての大阪府の運営方

針の見直しということです。低所得者や多

子減免など配慮してほしいと、公費の繰り

入れをしてほしいと、そういうことを言っ

ていきたいとおっしゃっていただいたこ

と、非常によかったなと思っておりますの

で、ぜひ強くしっかりと声を上げていただ

きたいと思います。 

 あと、この統一化ですね、もう少し先送

りすれば、こんなに急激な値上がりにはな

らないと思いますので、２０２４年といわ

ず、もう少し先送りをして、この保険料の

上がり幅をなだらかにするという方法も

あると思いますので、こういうことについ

ても声を上げていただければと思います。 

 それから、各市の独自減免、これは非常

にすばらしいものがあります。その市独自

で歴史的に、市民と一緒に市町村がつくり

上げてきたものですから、大阪府の分に統

一するのではなく、ここもしっかりと残し

ていただきたいということで声を上げて

ほしいと思います。そもそもは統一化をや

めろということを言っていただきたいわ

けでありますが、できるだけ市民のために

頑張っていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、減免制度、一部負担金の免除制度

でございます。 

 先日、突然入院をされたという方がいら

っしゃって、そのために国保年金課の窓口

を訪れたんですけれども、この一部負担金

の免除の制度は、１年以内の所得減少でな

いと、大阪府の分は使えないという説明を

されました。 

 その方は、ずっと低所得なので、だめで

すというふうに言われたんですね。摂津市

の制度だったら、ずっと低所得で本当にし

んどい方こそ救う、そういう一部負担金の

減免制度になっているのに、大阪府になる

と、例えば失業したとか、廃業したとか、

そういうときにしか使えないという制度

になっています。病気になるのは、いつ何

どきかわかりません。しっかりと一部負担

金の免除制度、摂津市のすばらしい制度で

すので、これも引き続き使えるように、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

 運営方針の中で言っていただきたいと

いうのはあるんですけれども、これも国が

示している国保のあり方について言えば、

法的には市町村にしっかりと権限がある

ので、大阪府が統一化だと言って圧力はか

けますけれども、法的根拠はありませんの

で、よろしくお願いします。 

 続きまして、保険者努力支援金のペナル

ティーの問題です。 

 国も確かに法定外繰り入れは、できるだ

けやめるようにというふうには言ってお

ります。しかし、何でもかんでもやめろと
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言っているわけではありません。赤字補て

んのための繰り入れは、だめだと言ってい

ますけれども、大阪府と違って、それぞれ

の市町村が制度的な問題で政策的な減免、

つまり独自減免ですね。これをするための

繰入金は認めています。これにはペナルテ

ィーはかかりません。 

 それを受けて子育て減免などをつくる

市が全国でふえてきています。国の認める

繰入金、大阪府が認めないのはおかしいと

は思うんですけれども、ぜひとも先ほどお

っしゃったような低所得の方とか、それか

ら多子減免、摂津市でもつくっていけるよ

うに、大阪府としてもつくっていくように、

声を上げていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 それから、基金の問題です。この分は、

基本的には普通の収支でやっていけば市

町村は、赤字にはならないというのが本来

のあり方でございます。それをどんどん値

上げをして、収納不足になっていくという

ふうなことが出てくると赤字になるとい

うことですのでね。そもそもは払える保険

料にすればいいということですから、ぜひ

これについても引き下げのために頑張っ

ていただきたいと思います。 

 それから、最後にですね、国保の健康保

険証の問題です。来年度とはというふうに

お話がありましたけれども、健康保険証の

発行は、これからもあると思います。マイ

ナンバーカードを健康保険証がわりにす

るということは、これは法的にできないこ

とだと思っております。マイナンバーカー

ドを持つか持たないかは個人の自由です。

ですので、健康保険証がわりにするんだか

らマイナンバーカードを持たせるという

ことを義務づけるというふうなことには

なりませんので、これからも健康保険証の

発行はあると思います。 

 ですので、マイナンバーカードがなくて

も、ちゃんと健康保険証があるから大丈夫

ですよというお話をぜひ市民の方には、し

ていただきたい、強制ではないということ

をしっかり伝えていただきたいと思いま

す。 

 そして、医療機関もですね、いろいろと

読み取りの機械とかね、導入しなくてはな

りません。大きな医療機関ではできるかも

しれませんが、個人の医療機関に全てそれ

があるかというと、なかなかそれが徹底す

るというふうには、すぐにはいかないと思

います。ですので、マイナンバーカードを

持っていったけど、そこの医療機関で受診

できなかったというふうなことだって発

生してくるということはあり得ると思い

ますので、健康保険証をちゃんと、しっか

り手渡していただいて、そういうこともあ

り得るよという話もしていただけたらな

と思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、３点ご質問させ

ていただきたいと思います。 

 まず、１点目につきましては、予算概要

の１６２ページに会計年度任用職員報酬

等の予算編成がなされています。次年度か

ら呼び名が変わるというところもあると

思うんですけれども、若干、昨年と比較し

づらい部分もございますので、次年度の人

員配置も含めて、簡単にご説明いただけれ

ばと思います。 

 ２点目ですけれども、オンライン資格の

確認システム改修の件でございます。 

 さきの質問にもございましたけれども、

国の想定からするとですね、若干伸び悩ん
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でいる面がございます。本市の場合は、さ

まざまな努力もありまして、大阪府の中で

も上位でですね、推移されているというこ

とも市民課からは聞いておりますけれど

も、マイナンバーカードを持つことによっ

てのメリットとかデメリット、どういうの

があるかということでございますけれど

も、それが一つと、もう一つは、マイナン

バーカード自身は市民課の所管であると

いうふうに考えていますけれども、庁内で

の連携ですね。現時点でどのように進めら

れているのか、お聞かせください。 

 次に、３点目です。 

 新型コロナウイルスに関しまして、昨日

も最後、総括的に、部長、理事からもご答

弁いただきました。 

 心配しているのは、市の所得申告である

とか確定申告の期限が、今回の新型コロナ

ウイルスの件で延長になっております。そ

ういう意味からすると、次年度の保険料の

算定をされるわけですけれども、６月の時

点で決定額は通知されるんですけれども、

申告が入っていないと、ある意味高額で決

定をされたりとか、さまざまなことがあっ

て、手間という部分で考えると市民の方に

も、また、我々行政にも大変な状況になる

のではないかなというふうに心配をして

おります。そういう意味で、申告受付の延

長に関する影響ですね、ご答弁いただけた

らと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは、水谷委員

のご質問に順次お答えしていきます。 

 １点目が予算概要１６２ページ等に記

載されております、会計年度任用職員等の

予算に関するご質問であったかと思いま

す。 

 基本的には、昨年度からの非常勤職員賃

金と大きな変更はございませんが、この会

計年度任用職員制度の導入に伴い、性質上

は物件費から人件費となっており、新たに

期末手当であったり、交通費としての費用

弁償などが分散して、予算計上をされてお

ります。それらを合算しますと、おおむね

前年度と同水準の予算編成にはなってお

ります。 

 国保年金課の国保特別会計におきまし

ては現在、９名の非常勤職員が配置されて

おります。うち１名は育休代替職員で、人

事課予算措置の配置でございます。令和２

年度におきましては、会計年度任用職員は

８名の予算計上となっており、うち１名は

レセプト点検に従事する職員でございま

す。 

 続きまして、２点目、オンライン資格確

認の各委員からのご質問に附随してその

メリット等に関するご質問でございます。 

 オンライン資格確認につきましては、増

永委員もご指摘のとおり、医療機関側でも

準備、調整すべき点があることから、令和

３年３月からの運営状況については予測

が難しいところが正直なところではござ

います。 

 この導入により、メリットとしましては、

まず、医療機関で自己負担額の区分情報の

照会が可能となります。これによりまして、

被保険者が限度額適用認定証の発行申請

をせずとも、窓口負担を限度額までとする

ことができることから、被保険者及び医療

機関だけでなく、限度額認定証の発行業務

が減少すれば、保険者側の負担の軽減にも

つながることが考えられます。 

 また、医療機関で最新の資格情報を照会

できますので、資格喪失後の古い健康保険

証を利用した、そういったミスといいます
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か、誤っての使用に関しても、後日の返納

金の発生が軽減されたり、被保険者や保険

者の負担軽減にもつながると考えられま

す。 

 さらには、今後は、特定健診結果データ

などの紐づけも可能となってきますので、

診療行為や各種保健事業への利用、活用の

可能性を秘めている仕組みとなっており

ます。 

 続きまして、三つ目のご質問でございま

す。大阪府・市民税の申告の延長による影

響でございます。 

 国民健康保険料は前年度所得をもとに、

当該年度の保険料を算定します。毎年６月

１日を賦課の基準日と定め、６月から３月

までの１０期に分けて保険料を賦課して

いるところでございます。 

 例年でありましたら３月の中旬までの

申告期間終了後、それから三、四週間後に、

市民税担当課に所得データや申告書類等

が届き、市民税担当課において、再度の更

正や確認を行った上で、基幹システムに前

年度所得が反映されます。その後に国民健

康保険料にとどまらず、前年度所得を利用

して判定する、様々な行政事務が行われる

こととなっております。 

 期間が１か月延長されることに伴って、

本来であれば、前年度所得が正しく反映さ

れるべきところが反映されず、保険料算定

が適正に行われない可能性がございます。 

 国保年金課におきましては、例年の動き

でございますけれども、５月の中旬に、前

年度所得が基幹システムに反映されてい

ない方に対しまして、その旨を通知し、か

つ、所得の簡易申告書も提出を促している

ところでございます。 

 並行してコールセンターも活用して、同

内容の説明と、再度、簡易申告書の提出を

促しているところでございます。今年度に

おきましては、さらに、その旨を、より丁

寧な説明を心がけたいと考えているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、予測のつかない新型コロ

ナウイルスの発生状況等の影響で、例年よ

りも遅く申告された方、あるいは申告でき

なかった方も当然出てくるかと思います

ので、そういった方に関しましては、申告

された段階で保険料の更正を行い、個別、

必要な対応を行ってまいります。 

 いずれにせよ、市民税担当課を含め関係

課と連携して、国民健康保険料の算定にお

いて、被保険者への影響を最小限にとどめ

るよう、市民への周知も含めて尽力してま

いります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、１点目の会計年

度任用職員に関する予算計上の件、内容に

ついては、おおむね理解ができました。来

年度も基本的には変わらないという認識

で受けとめさせていただきました。 

 今、広域化になりまして、また、事務の

効率化等を進めておると思います。次年度

はＲＰＡの導入も本格的に進めるという

ことになっておりますけれども、その効果

など、現時点でわかっているものがありま

したら、教えていただきたいというふうに

思います。 

 次に、２点目です。 

 オンライン資格確認の導入のメリット

についてはおおむね理解ができました。た

だ、期間が令和３年３月からということで

の予定でございますので、うまくスケジュ

ールを進めていかないと、何かトラブルが

あったら、なかなか難しい部分があるのか

なというふうに若干心配もしております。 
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 現状、マイナンバーカードを持っていな

い方、また、抵抗がある方もおられるのも

現状でございます。そういう意味で、個人

情報を扱う仕組みの変更であることから、

国からの強い要望であるということはご

ざいますけども、今回、民間業者を介して

のシステム改修でもございます。そういう

意味で、安易なスケジュール設定とか調整

をとらないよう、庁内の関係機関、また、

システム業者との綿密な打ち合わせをし

ていただいて、大事な情報をしっかり守っ

ていただくようにお願いをしたいという

ふうに思います。 

 このマイナンバーカードを持ったほう

がいろんな点でいいなと思ってくだされ

ば、自然とやっぱり広まっていくのではな

いかなというふうに思います。 

 例えて言うと、交通機関を利用するのに

ＩＣＯＣＡとか持っている方も多いです

けど、それを持って電車に乗ったほうが便

利やなと思うから持たれるわけで、その辺

をしっかり市民の方にメリット、またデメ

リットを含めて周知していただける工夫

を広報課とも連携しながらしっかり進め

ていただきたいなというふうに思います。 

 特にデータヘルスにつながっていき、自

分自身の健康管理につながっていくんだ

という点もしっかりお話ししていただけ

れば、わかっていただけるのではないかな

というふうに思います。 

 カードを普及するための内容ではなく

て、市民の利便性向上と健康を守っていく

という観点で、しっかりアピールしていた

だきたいことを要望といたします。 

 それから、３点目ですけども、新型コロ

ナウイルスに関連した申告の件でござい

ます。 

 ご答弁の中にもありましたけども、一定

のルールがあって、やり方はここにありま

すけど、せっついて進めるというのも難し

い内容もあるというふうに感じました。い

ずれにしましても、被保険者の皆さんの影

響を最小限にとどめられるように努力を

していただきたいなというふうに思いま

す。 

 ２月、３月とお仕事が十分にできてない

方も現実にはおられるのではないかなと

いうふうに思います。今、次年度の話をし

ているんですけど、今年度の保険料を納め

るのが大変であるということで、恐らく窓

口に来られている方も少なくはないので

はないかなというふうに思います。特に社

会保険と違って、国保の方は日給でお仕事

されている方も多いのではないかなと思

いますし、もう定年された方も多いかなと

いうふうに思いますので、その辺、相談に、

遠慮なく来てくださいということで、市民

の皆さんにしっかりアピールしていただ

いて、進めていただけたらなというふうに

思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは、水谷委員

のＲＰＡ等に関する事務の効率化に関す

るご質問にお答えさせていただきます。 

 広域化初年度ということで、事務の軽減

が図られると考えておりましたが、実際の

ところは新しい事務もふえる、あるいは減

った事務もありながらも、なかなか思うよ

うな形での事務の軽減、効率化は図ること

ができませんでした。 

 この令和元年度につきましても、引き続

き、事務の軽減は図ったところではござい

ますが、人事異動等の影響もありまして、

うまく軽減、効率化を図れなかったのが現

状ではございます。 
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 さらに令和３年度におきまして、運営方

針の見直し等でまた事務の効率化が難し

い点もあろうかとは思いますが、引き続き、

尽力していきたいと考えております。 

 ただ、その一方で、ＲＰＡの試験的な導

入に関しましては、国保年金課の各係で試

行運用しているところでございます。その

中でも、少ない時間ではございますが、一

定効果の出ている、あるいは蓄積がなされ

ているものもございます。具体例としまし

ては、昨年の決算審査に係る委員会でも少

しご説明させていただきましたが、「国民

健康保険業務における喪失後の受診対象

者の保険証の回収日であったり、あるいは

加入者の保険情報等の入力事務に加えて、

国保の所得申告のうち給与所得のみ分の

自動入力」といったものへの適用を、現在、

試行しております。こちらにつきましては、

先ほどの答弁と少し関係しますが、４月に

業務が集中するものとなっており、わずか

ではございますが、１０時間程度の作業時

間の短縮が見込まれております。令和２年

度につきましても、新たに適用できる事務

を模索しつつ、その中でも効果の出るいく

つかの事務については、本格的な導入とい

いますか、ルール化を図り、職員の事務負

担の軽減に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 ＲＰＡの件は了解いたし

ました。 

 国保の場合、国とか大阪府の関係でシス

テム改修をすることが多々あると思うん

ですけども、その際にＲＰＡとかＡＩを導

入しやすいような加工をしていただいて、

今のこの取り組み、より効率よく進めるよ

うにお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 なければ以上で質疑を

終わります。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 次に、議案第８号の審査

を行います。本件については、補足説明を

省略し、質疑に入ります。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 後期高齢者医療特別会

計ですね。それでは、まず本市においての

後期高齢者医療制度全体の状況について、

また、その動向について、全体的なことで

お聞きをしたいと思います。 

 二つ目は、これも予算の該当ではなくて、

国保の保健事業でも気になるところでは

ございましたけれども、後期高齢者の保健

事業もこれから超高齢社会が考えられ、そ

れも大変気になるところであります。特に

国保とは違って、市民の９５％以上が加入

をしている後期高齢者医療制度となると、

その辺、どういった内容になるのかなと思

います。本市においての後期高齢者の保健

事業、また、後期健診や後期の歯科健診、

そこについての状況についてお聞きをし

たいと思います。 

 それと、これは予算には関係がないんで

すけども、代表質問の中でも各会派が気に

されて質問されていました。わかる範囲で

結構です。 

 先日、新型コロナウイルス検査の保険適

用について新聞報道、また、厚生労働省で

の発表というのがあったように思います

けども、実際のところ、どのような仕組み

になるのかについてお答えいただけたら

いいなと思っております。 

 この３点です。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは、福住委員
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の３点のご質問にお答えします。 

 まず、後期高齢者医療制度全体の概況と

状況についてでございます。 

 まず、本市の後期高齢者医療制度におけ

る被保険者数は、令和２年１月末現在で１

万７０６人となっており、令和４年度以降

は団塊の世代が順次７５歳に到達するこ

とから、大幅な被保険者数の増加が現在見

込まれているところでございます。広域連

合の推計によりますと、そのピークは２０

３０年と言われております。本市におきま

しても、その時点では最大で１万４，００

０人程度になると見込まれております。 

 また、保険料改定は２年ごとに行われて

おり、今回、令和２年度、令和３年度の保

険料改定は、近年では高い改定率となって

おります。医療費の自己負担割合で申し上

げますと、令和２年１月末現在で１割負担

の方が９，８３９人、３割負担が８６７人

となっている状況でございます。 

 続きまして、二つ目の後期高齢者の保健

事業全般に係るご質問でございます。 

 国保と同様に、後期高齢者に対しまして

も後期健診、平成３０年度からは歯科健診

を年１回、実施をしております。後期健診

は国保とほぼ同様の仕組みで保健センタ

ー、あるいは指定の医療機関で受診するこ

とが可能でございます。 

 まず、後期健診の受診率は２０．８６％

で、府内では３０位となっております。平

成３０年度からの歯科健診は、既にオーラ

ルフレイルの要素も加味しており、比較的

好評で、歯科医師会等からのご協力、ご理

解も得られているところでございますが、

こちらは受診率は１６．９２％で、府内で

は２３位となっているところでございま

す。 

 そのほかの保健事業としましては、国保

と同様に人間ドック費用の助成であった

り、健診未受診者勧奨、糖尿病の未治療者、

治療中断者への受診勧奨などを広域連合

と連携しながら行っているところでござ

います。 

 健診の未受診者につきましては、健診を

受けていない、なおかつ、１年間、病院に

行っていない方に対する勧奨で、本市では

２００名ほどおられます。健康であればい

いんですけれども、そういった方もおられ

るのが現状でございます。 

 続きまして、三つ目の新型コロナウイル

ス検査の保険適用に関するご質問でござ

います。 

 持ち合わせている情報量に限りはござ

いますが、ご答弁させていただきます。 

 今月の６日より保険適用となっている

ところではございますが、適用される検査

は、あくまでも感染が疑われる方への検査

と、入院されている方が退院の判断のため

に実施する検査であるとのことです。期間

は未定で示されてはおりませんが、当面の

間は自己負担部分、恐らくは通常１割から

３割については公費で補てんされ、被保険

者の自己負担は生じないことになります。 

 検査については、これまで保健所の判断、

許可が必要でございましたが、保険適用後

は、医師の判断でできるようになります。 

 しかしながら、現状としましては、検査

を実施できる医療機関というのは、感染防

止対策が整った医療機関に限られており、

しばらくは保健所に設置されている、いわ

ゆる「帰国者、接触者相談センター」に相

談の上で、紹介される専門外来を受診して、

そこでの医師の判断によって検査を行う、

行わないが決まります。 

 本件につきましては、自己負担分の補て

ん方法であったり、不明な点も多いため、
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引き続き、国、大阪府の情報提供、報道等

を注視しつつ、市民への適切な周知に心が

けてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。

それでは、２回目の質問になります。 

 １番目の後期高齢者医療制度の概要に

ついて、おおむねわかりました。 

 ご答弁にもありましたけれども、この超

高齢社会が進行していく中で、健康寿命の

延伸というのが望まれてはいるものの、医

療、介護の必要性というのがふえていくか

と思います。 

 そんな中で、国では医療費の窓口負担を

１割から２割へ引き上げるといった、今、

議論がされております。そのあたりについ

て、摂津市としての考え方、また、どのよ

うにかかわっていかれるのかといったこ

とをお聞きしたいと思います。 

 次に、後期高齢者の保健事業の概要につ

いてお話をいただきました。後期高齢者と

なると、どうしてもかかりつけ医での受診、

ここで安心される方が多いのかなと思っ

ております。毎日、マッサージに行ってい

るとか、電気を当てに行っているというよ

うな感じで、そこで逆に来ない人のことを

心配しているような状況といいますか、そ

こに安心感を持っている方、結構いらっし

ゃると思います。健康診断の受診率の低下、

これがそういったところにもつながって

いるのかなと感じるところはあります。引

き続き、未受診者の勧奨について努めてい

ただきたいと思います。 

 そしてまた、今回、出張の特定健診、こ

れにも取り組んでいただきました。そこで

フレイルチェック、フレイル予防に関する

取り組みもやっていただいたということ

で、光好委員のときにご答弁がたしかあっ

たと思います。 

 後期高齢者についてはどうなるんでし

ょうか。次年度以降の後期高齢者の保健事

業で変更される点、また、新たな取り組み

といったことがあれば、お聞きしたいと思

います。 

 そして、新型コロナウイルスの保険料の

件です。検査に係る保険適用の仕組みにつ

いてお答えいただきました。 

 市民の方々が、この新型コロナウイルス

に関する報道提供がいろいろとあります。

また、ＳＮＳでデマというようなこともご

ざいまして、本当に、日々、不安感が募っ

ているのかなと思います。 

 私たちも今、朝、街頭演説するときも、

マスクをしていないと、けげんな顔をされ

るような、そんな実態もあるぐらい、かな

り市民の方が敏感になられているのかな

というふうに思います。 

 今回は保険適用の件で国保年金課にお

聞きをすることとなりましたけれども、国

保年金課にかかわらず、市として、引き続

き、適切な情報提供ということをやってい

ただければなと思っておりますので、これ

はこの件で終わらせていただきます。 

 以上です。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは、福住委員

の２回目のご質問にお答えします。 

 まず、後期高齢者制度の窓口負担につい

てのご質問でございます。 

 後期高齢者の窓口負担につきましては、

現在、国の社会保障検討会議において、世

代間の公平性や制度の持続確保の観点か

ら、団塊の世代が後期高齢者に入る令和４

年までをめどに議論、検討がなされるもの

と見込んでおります。その中で、被用者保



- 21 - 

 

険側や経済団体等からは、窓口負担を引き

上げるべきであるとの意見が具体的に上

がっているのが現状でございます。ただ、

この窓口負担の引き上げに関しましては、

現在、検討が始まったところであり、条件

などが一部新聞報道等で見受けられます

が、明確な決定事項ではないと認識してお

ります。 

 本市としましては、広域連合が実施主体

となっております関係市町村連絡会議に

おいて、窓口負担のあり方について慎重な

議論を望んでいるところでございます。 

 あわせて、広域連合においても、全国後

期高齢者医療広域連合協議会を通じて、制

度の根幹である被保険者の医療の機会を

確保する観点からも、現状維持を基本とし

て検討するよう国に要望しているところ

でございます。 

 続きまして、フレイル予防を含めた今後

の保健事業の展開についてのご質問でご

ざいます。 

 フレイル予防に関しましては、大阪府と

国立健康・栄養研究所の連携事業のモデル

市として、昨年度はイベントや出張健診に

てフレイルチェック、あるいは、それに基

づく保健指導を行ってきたところでござ

います。単年度事業であったこと、出張健

診については、特に国保の方だけであった

ことは大変残念に思いますが、今後に生か

していきたいとは考えております。 

その一方で、後期健診においては、問診

票に新たにフレイルに関する問診の項目

が加わることが決定しております。具体的

な事例で申し上げますと、「以前より歩く

速さが遅くなった、はい、いいえ」という

ようなご質問でございまして、そういった

ものが入ってくることで、国としてもフレ

イル予防の一歩進んだ動きが出てきてい

るところではございますが、今後はこの問

診結果をどのように検討、活用していくか

が鍵となりますので、国、広域連合の指針

等を示されるものを注視しながら考えて

まいりたいと考えております。 

 もう一点、高齢者に対する大きな動きと

しては、「高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施」が法改正には定められており

ます。これは各自治体がＫＤＢシステムを

活用して、個別自治体の健康課題を抽出、

分析して、その上で、本市であれば、最終

的には「集いの場」を活用した健康相談や

受診勧奨の取り組みを、フレイルの予防観

点を含めて、盛り込んだ形での事業実施が

求められているものでございます。この一

体的実施については、保健福祉部及び各関

係機関が一体となって事業展開をしてい

くことが必要であることから、令和２年度

においては、その枠組みやスキームについ

て、協議、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 では、３回目、要望とさ

せていただきたいと思いますけれども、後

期高齢者の医療費の窓口負担に係る議論、

検討についてお答えをいただきました。 

 何度も言っていることになると思いま

すけれども、必要な医療を受けることがで

きるように、医療制度の維持、構築するこ

とは、国保も後期も同じであると思います。

社会保障の根幹である、そこがこの保険の

意味合いだと思っております。 

 ただ、特に後期高齢者に限っては、年金

収入に限られた金額、収入の中でも医療費

や介護サービス料を捻出するといったこ

とが大変苦労もされております。保険者で

はない摂津市が強いメッセージといいま
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すか、発信を広域連合に出していただく、

国に発信をしていただくということはな

かなか答えは返ってこないかもしれませ

んけども、慎重な議論を今後も続けていた

だけたらなと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。要望とさせて

いただきます。 

 また、二つ目の質問で、後期高齢者の保

健事業の実態、また、今後はその展開や介

護予防との一体化、一体的な実施、そして

全体的な概要についてのお答えをいただ

きました。 

 ２０３０年がピークですか。人生１００

年時代と、言葉だけが先行するのではなく

て、これからそれらを支えていく、また、

受け皿となるべく、仕組みというのは各自

治体個別の特性を生かしながら構築をし

ていかなければいけないのかなと思って

おります。すぐ何かできるものというのは

なかなか見つからないかもしれませんけ

れども、今ある仕組みや社会的な支援とい

うものを生かしながら、摂津市としての一

体的な実施の実現に向けて取り組んでい

ただきたいと思います。 

 先ほど、つどい場を活用するという話が

ございました。この後、介護保険のところ

でもこのつどい場についてまた触れられ

たらなと思っておりますし、また、この間、

フレイルの話もそうですけれども、歯の健

診、大変おもしろいお話でございまして、

そのお話を聞いた人は、歯周病菌が全身の

いろんな病気に災いをするというお話を

されて、それを聞いた人は、結構その後、

歯医者に行かれたようでございますんで、

そういうやっぱりインパクトのある、また、

聞きやすいお話、わかりやすい取り組みと

いうのは、やっぱり即効性があるんだなと

いうふうに実感もいたしますので、いろん

な取り組みをこれからもやりながら、保健

師や、また、栄養士の専門職の人的資源と

いうのには市としても限りはあるかもし

れませんけども、そういった知恵を出し合

って、この摂津市内での人員配置も今後の

検討課題になるかと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 後期高齢者医療制度特

別会計です。 

 今、福住委員から、７５歳以上の方々が

１割から２割へ医療費が引き上がるとい

う、そういうことについてのご質問があり

ました。ですので、私は要望だけにしてお

きたいと思います。 

 今、お話があったように、後期高齢者７

５歳以上の方々に対して、本当にこれは大

きな負担になっていくというふうに思い

ます。一部負担金の免除の制度というのが

後期高齢者にもございますけれども、摂津

市の国保と違って、これはなかなか使えな

いということも言われています。もろに医

療費の負担がかかっていく、救うことがで

きないという形になっていきます。全世代

型社会保障と、名前はそういうふうに言っ

ていますけれども、全世代の社会保障を大

きく削る、こういうものだと思います。そ

の中でも、高齢者の皆さんの負担を大きく

する今のやり方に対して、摂津市としても

しっかりと声を上げていただきたいとい

うふうに思っております。 

 後期高齢者の医療制度そのものは、最初

にこれができたときに、高齢者の皆さんの

医療費が大きくなれば、その痛みをご本人

に感じていただくと、こういうことの言葉

を伴ってつくられたものであって、まさし
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く今それがやられようとしてきていると

いうことで、私たちは後期高齢者医療制度、

高齢者だけを囲い込んで特別な医療制度

をつくること自体に反対をしております。 

 これからもぜひ摂津市の高齢者の皆さ

んの相談に親身に乗っていただきますよ

うに要望をいたします。国や大阪府に対し

てもしっかりと声を上げてください。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、一点、ご質問さ

せていただきます。保険料改定の件でござ

います。 

 予算書の７ページに後期高齢者医療保

険料が大幅に増額となっておりますけど

も、この保険料改定がなされたことによる

ものと伺っていますけども、その内容につ

いてご説明をいただけたらと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは、水谷委員

の後期高齢者医療制度に係る保険料改定

に係るご質問にご答弁申し上げます。 

 後期高齢者医療制度における保険料改

定は、平成２０年度から２年ごとに行われ

ているものでございます。大阪府広域連合

議会における議決において決定はされて

おりますが、令和２年度、令和３年度の保

険料率については、均等割額が２，６２０

円増の５万４，１１１円、所得割率が０．

６２％増の１０．５２％となっております。 

 また、国民健康保険と同様に賦課限度額

については、国基準の改正に伴って、医療

給付費等の伸び等により保険料負担の増

加が見込まれる中、被保険者の納付意識へ

の影響、中間所得層への影響等のバランス

を考慮して、２万円増の６４万円の改定と

なっております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 令和２年度、令和３年度の

後期高齢者医療保険料の改定内容につい

て、おおむね理解ができました。 

 被保険者数の増加の影響か、あるいは保

険給付費の増加傾向かわかりませんけれ

ども、前回はマイナス改定だったと認識し

ております。今回の増額改定の要因や、被

保険者への影響、今後の保険料など、わか

る範囲で教えてください。 

 以上です。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは、水谷委員

の２回目のご質問にご答弁申し上げます。 

 委員のご指摘のとおり、前回及び前々回

はマイナス改定、もしくは据え置きでござ

いました。例で申し上げますと、平成２８

年度、平成２９年度は均等割でマイナス９

５８円、平成３０年度、平成３１年度はマ

イナス１５８円という形ではございまし

た。今回は増額改定となっておりますが、

広域連合からの資料によりますと、主な増

額要因としましては、まずは一人当たり給

付費の増額、二つ目に後期高齢者の負担率

の増加、三つ目に保険料特例軽減の見直し

などが上げられております。これらの増の

要因を踏まえて、２年間を通じて保険財政

の均衡を保つために、結果としてプラス改

定になったと聞き及んでおります。 

 ただし、確かにプラス改定とはなっては

いるんですけれども、保険料の増加抑制政

策として、令和元年度の財政収支を事前に

見込んだ上で、余剰金のうち１７０億円を

投入した上で保険料の増加の抑制をして

いるところでございます。 

 被保険者の影響としましては、やはり特
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例軽減の見直しと、この保険料の増額が相

俟っている部分があろうかと思いますが、

特例軽減の見直しについては、国保の制度

が最大７割である軽減を考えて、その部分

の公平性の観点から、本則に段階的に戻さ

れているのが現状でございます。 

 一方、並行して介護保険料軽減の拡充で

あったり、年金生活者支援給付金の支給も

実施されております。いずれにせよ、今回

の保険料改定によって保険料の支払いが

困難であるとの相談等を承った場合には、

窓口、電話等において丁寧なご説明の上で、

分納計画を含めて提案させていただくな

ど、柔軟な対応に努めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 後期高齢者医療の保険料

改定の内容と要因、そして被保険者への影

響については、おおむね理解ができました。 

 保険料決定通知に今回の保険料改定の

要因の説明を同封したりとか、また、窓口

に納付相談等に訪れた被保険者に対して

も、丁寧な説明をしていただけるようにお

願いをしたいと思います。 

 また、国保加入から、７５歳到達により

後期高齢者医療制度へ移行した際に、大幅

な保険料改定が、さも自動的に推移したよ

うに行っているケースが世帯によっては

あるというふうに聞いております。 

昨日も、高齢介護課でライフサポーター、

７５歳から訪問という話もあって、もう少

し早目に訪問していただけませんかとい

うことで、きのうも要望させてもらったん

ですけども、年齢的にお元気な方は市役所

に足を運んでいただけるわけですけども、

保険の対象年齢から言うと、なかなか市役

所まで来られないケースもあると思いま

す。そういった方が今後ますますふえてい

くことも明らかでありますので、そういう

部分、どうやって丁寧に説明をしていける

のか、いろいろ工夫をしていただいて、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 なければ以上で質疑を

終わります。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時３３分 休憩） 

（午前１１時３５分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 議案第３０号の審査を行います。本件に

ついては補足説明を省略し、質疑に入りま

す。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、摂津市健康づ

くり推進条例の一部改正においての条例

制定の件ということでございますけども、

今回、４月１日から健康増進法の改正に伴

って、禁煙の取り組みになってくるかと思

っております。まず受動喫煙、これをとに

かく避けていこうという、こういうことが

あろうかと思います。本人は喫煙していな

くても、副流煙や喫煙者が吐き出す煙によ

って、結果的にたばこの煙を吸わされてし

まうこと、このことを受動喫煙というふう

に言われております。 

 そんな中で、今回、受動喫煙をしないた

めに、考え方としては、望まない受動喫煙

をなくすこと、二つ目は、受動喫煙による

健康影響が大きい子どもや患者等に特に

配慮をすること、また三つ目には、施設の

累計や場所ごとに対策の実施をすること

ということで、さまざまな設置をすること

や、禁煙ができること、分煙ができること、

そういうことを表示しなきゃいけないと
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か、いろいろと決めごとがあると思うんで

すけれども、そんな中で、全面施行となる

４月以降に違反をすると、罰則対象にもな

るということが書かれてありました。 

 そんな中で、屋外を含めた施設内が原則

禁煙となる施設として学校、病院、児童福

祉施設、行政機関、バス、航空機などにつ

いては屋内は完全禁煙、そして、喫煙室等

の設備を設けることもできないというこ

とがございます。 

 摂津市の特に庁内だけのことで限って

言いますと、駐車場での喫煙をされている

方というのが、やっぱりちらちら見受けら

れます。私も庁内の駐車場に車をとめて、

植え込みのところを渡って、非常階段でい

つも３階まで上がるんですけども、その植

え込みのところに吸い殻がポイポイと見

つかるんですね。私も、実際、市民なのか、

業者の方か、それはわかりませんけれども、

吸っておられる姿も見て、そこがやっぱり

わかりにくいのかなというふうに思うん

ですけども、その点について、何か考えて

おられることがあれば、お聞きしたいと思

います。 

○森西正委員長 有場課長 

○有場保健福祉課長 それでは、ご質問に

お答えいたします 

 庁舎の部分ですが、昨年の７月以降、敷

地内を全面禁煙ということで対応させて

いただいております。この間、確かに駐車

場で喫煙行為が時々見られるというご指

摘はいただいております。ただし、基本的

には全面禁煙ということで対応させてい

ただいてますので、そこは庁舎管理として

の周知の問題ということで、今後も防災管

財課などと連携しながら周知に努めてい

きたいと考えております。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 そのあたり、もっとわか

りやすく、吸ってはいけないんだなとわか

るような表示があればなと思います。 

 ただ、摂津市内の中でも、今、禁煙エリ

アを設けて、のぼりを立てていますけれど

も、そののぼりの前でも吸ってる方がいる

ぐらいですから、なかなか制限というのは

本当に難しいんだなというふうに思いま

す。 

 ただ、今回のこの制度が進むことによっ

て、喫煙マナーがルールにということで、

規則ということに変わってくることは、い

つかどこかでみんながわかっていくこと

だと思います。実際に食事をするところで

もかなり制限も設けられることから、皆さ

んの意識も変わってくるかと思いますけ

れども、ぜひまた庁内での検討をお願いし

たいと思います。 

 あと一点、堤防のところで休憩をしなが

らたばこを吸っておられる方もいらっし

ゃいます。そのことについて云々かんぬん

は言うつもりはございませんけれども、受

動喫煙ということは、煙が自分の目には見

えないけれども、どこまで飛んでいるかと

いうことがなかなか気づけない。実際に実

験をした中では、数十メートルまで飛んで

るというような実験結果もありますので、

そういったことも、この先には何か検討し

ていく、市民から指摘をされる前に、この

辺のことも頭の中に入れて、今後、対処さ

れる方がいいのではないかと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 なければ以上で質疑を

終わります。 
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暫時休憩します。 

（午前１１時４１分 休憩） 

（午後 ０時４４分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 議案第７号及び議案第１３号の審査を

行います。本２件については、補足説明を

省略し、質疑に入ります。 

 香川委員。 

○香川良平委員 それでは、質問させてい

ただきます。 

 まず、補正予算書８ページです。 

 訴訟委託料１４５万８，０００円とあり

ますが、これについての内容についてお伺

いさせていただきたいなと思います。 

 それと、予算概要１８６ページでござい

ます。 

 介護予防普及啓発事業として、高齢者の

生きがいづくり支援に向け健康・生きがい

就労トライアルを創設されるとのことで

す。これ、代表質問でも質問させていただ

いたんですけれども、改めて事業内容と事

業の目的についてをお伺いさせていただ

きたいなと思います。 

 以上、２点です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 質問１点目の訴訟

委託料につきまして答弁申し上げます。 

 今回、補正予算で計上しております訴訟

費用委託料につきましては、平成２８年８

月１６日、介護報酬の不正請求を理由に、

指定地域密着型サービス事業者に対し、通

所介護の６か月間の新規利用者受け入れ

停止及び介護報酬のサービス費の請求を

３割減とする指定の一部効力の停止処分

を行ったところ、平成２９年の１月３０日

に、当該事業者である株式会社カインドか

ら、不正請求の事実はなく、処分が重過ぎ

るとして、訴訟提起がなされました。１６

回の口頭弁論を経て、令和元年１１月２０

日に摂津市の勝訴判決が確定したため、弁

護士費用の支払いとして補正予算の計上

をいたすものでございます。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、香川委

員の２点目のご質問です。予算概要の１８

６ページ、介護予防普及啓発事業の中の健

康・生きがい就労トライアルの目的及び内

容についてでございます。 

 この健康・生きがい就労トライアルの目

的といたしましては、高齢者が役割を持っ

て社会に参加することが高齢者自身が健

康を維持し、いつまでも元気に過ごしてい

ただくことにつながるということを知っ

ていただきたいと考えております。 

 事業内容といたしましては、市内の特別

養護老人ホーム等の介護職員の介護の補

助を担っていただくものでございます。具

体的には、配膳や片づけ、また、入浴衣類

の準備、車椅子の点検、整備等、このよう

な内容を想定しております。 

 就労時間ですが、１週間に２回、１回２

時間、期間を３か月と定めることで、高齢

者が働きやすい仕組みとしております。 

 また、就労に対する賃金等につきまして

は、各施設と高齢者との契約により直接支

払われることと考えております。 

○森西正委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。

この訴訟委託料についてでございますが、

確認の意味で聞きたいんですけど、１４５

万８，０００円を弁護士費用ということで

理解したんですが、裁判費用はかかってな

いと思うんですけど、弁護士費用１４５万

８，０００円、これはトータルの計算でよ

ろしいんですかね。例えば着手で幾らかと

かいう、そんなのもかかっているのであれ
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ば、その辺も教えていただきたいなと思い

ます。 

 健康・就労生きがいトライアルですね、

内容については理解いたしました。 

 この当初予算主要事業一覧を拝見して

いるんですけれども、金額の部分が気にな

って聞きたいんですけど、７万５，０００

円を予算計上しているということで、介護

予防普及啓発事業の報償金の部分ですか

ね、これ、１２万５，０００円、この中の

部分やと思うんですけど、この７万５，０

００円というのはどういった部分に使う

のか、ご答弁の中では、賃金は施設との契

約で直接払われるということでしたので、

この金額の内容について教えていただき

たいなと思います。よろしくお願いします。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、訴訟委託

料につきましての２回目のご質問にお答

えいたします。 

 この委託料につきましては、弁護士費用

と、事件実費に係りました費用の精算とい

うことで、トータルの金額となっておりま

す。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 ７万５，０００円

の内容についてでございます。 

 まず、この事業全体の仕組みや具体的な

仕事の内容、就業条件などの説明、また介

護保険等の施設の知識、また、高齢者に対

するコミュニケーションのとり方等、その

施設に実際に携わっていただく内容等に

ついて説明を予定しております。その際の

講師への支払いでございます。 

○森西正委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。

訴訟委託料については、トータルの金額と

いうことで理解いたしました。 

 一点、気になるんですけど、この処分を

受けた事業者なんですけど、現在、どうさ

れているのかなというのは気になる部分

でして、その辺のところを教えていただけ

ますでしょうか。 

 健康・生きがい就労トライアルについて

は、内容について理解いたしました。よろ

しくお願いします。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、訴訟委託

料にかかわりますご質問として、処分を受

けた事業者は、今、どういう状況であるか

ということについてお答えいたします。 

 事業者に対する指定の一部効力の停止

処分は既に終わっておりますので、今は通

常どおり営業されております。利用者にと

っても影響はないということでございま

す。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 先ほどの委託料の

トータルかどうかということについてで

ございますが、着手金として平成２９年度

に６８万７，９６０円を消費税込みで、既

に支払っているということでございまし

た。訂正させていただきます。 

○森西正委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。

その処分を受けた事業所は、現在、営業し

ているということで理解いたしました。 

 弁護士費用、着手金が約６８万円と、補

正予算所に載っている部分がトータルと

いうことでわかりました。理解いたしまし

た。ありがとうございます。 

○森西正委員長 ほかに。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 私からは４点聞かせて

いただきたいと思います。 
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 まず、質問一つ目です。補正予算書の８

ページです。 

 項１総務管理費、目１の一般管理費のと

ころで、大阪府地域医療介護総合確保基金

事業補助金として１億８，６２３万円減額

されているというところで、それに関する

ことだと思うんですけども、予算概要の１

８０ページにも、これは令和２年度の予算

ですけれども、同じく大阪府地域医療介護

総合確保基金事業ということで、こちらで

は約６，０００万円弱増額されている予算

で、約２億４，４００万円程度計上されて

おります。ここで違和感を感じております

ので、その理由と、令和２年度の事業内容

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 質問番号２番目、予算概要１８６ページ、

介護予防・生活支援サービス事業というと

ころで２億６，８６１万７，０００円を予

算計上されておりますけれども、これも前

年度と比較いたしましたら１，０００万円

以上増額されているわけです。ということ

で、増額されている理由と、これも令和２

年度の事業内容についてお聞かせくださ

い。 

 質問番号三つ目、同じく予算概要１８６

ページ、介護予防普及啓発事業というとこ

ろで、主要事業として、高齢者の生きがい

づくり支援に向けた就労トライアルにつ

いてご質問があったかと思います。一覧に

高齢者の生きがいづくり支援に向けた介

護助手養成研修というのがありまして、先

ほどその７万５，０００円の内容というこ

とで触れられていたかとは思いますけど

も、改めてその研修の内容について、もう

少し詳しくお聞かせいただきたいなとい

うふうに思います。 

 最後です。質問番号４番目、同じく予算

概要１８６ページ、地域介護予防活動支援

事業というところで、つどい場づくりの活

動補助金として１００万円ですかね、計上

されてましたけども、これは前年度から比

較して２５万円減額されております。この

活動は、令和元年度が、初めての取り組み

だったかと思いますので、今年度の実績と

令和２年度の取り組み内容についてお聞

かせください。 

 １回目は以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、まず１点

目、大阪府地域医療介護総合確保基金事業

につきましてのご質問にお答えいたしま

す。 

 この補助金は、地域密着型サービス等を

整備する事業者に対して補助を行うもの

でございます。令和元年度の当初予算にお

いては、高齢者かがやきプラン第７期計画

に基づき、小規模多機能型居宅介護と地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の２施設の開設を想定しておりましたが、

今年度中に開設の見込みがなくなったこ

とから、皆減とするものでございます。 

 また、令和２年度の予算につきましては、

今、ご説明しました２施設に加えて、令和

２年度に開設を見込んでおりました認知

症対応型共同生活介護１か所の合計３か

所分の補助金を計上しているものでござ

います。 

 続きまして、２点目です。介護予防・生

活支援サービス事業の事業負担金につい

てでございます。 

 これにつきましては、増額となっており

ます理由についてでございますが、内容と

しましては、要支援１と２の方が利用する

訪問介護及び通所介護サービスにかかわ

る費用でございます。具体的には、介護予
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防・日常生活支援総合事業の開始時に予防

給付から移行した、いわゆる現行相当の訪

問型及び通所型サービスと、総合事業開始

により創設した通所型サービスＣの事業

に係る費用となっております。令和元年度

についてでございますけれども、金額は高

齢者かがやきプランの計画値によるもの

でございまして、計画３年目の利用者の伸

びを想定し、増額としております。 

 続きまして、４点目の質問でございます。 

 地域介護予防活動支援事業ということ

で、つどい場づくり活動補助金のご質問で

ございます。 

 補助型つどい場についてでございます

が、つどい場づくり活動補助金は市立集会

所を活動場所として、高齢者の介護予防や

交流を目的としたつどい場を運営する地

域住民団体等に光熱水費を含む集会所使

用料を補助するもので、令和元年６月から

募集を始めました。現時点で１２の団体が

実施されております。その中で、新規に活

動を立ち上げられた団体が１件、これまで

活動されていましたけれども、参加者を特

定の人に限定せず、広く地域住民を受け入

れるなど、補助金交付条件に合うよう活動

内容を拡充された団体が１１件となって

おります。中にはこれまで使用料の安い２

階の部屋を使っていたけれども、補助金が

もらえることで、１階を使うことにしたら、

足の悪い方を誘いやすくなったというよ

うな声も聞いております。 

 令和２年度も高齢者が身近な地域で通

える場をふやすため、地域住民団体等が主

体となって運営するこの補助型つどい場

をふやしていきたいと考えており、引き続

き、補助金の周知に取り組んでまいりたい

と考えております。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 研修内容につい

て詳しくというご質問でございます。 

 まず、この事業の先進市であります宝塚

市に視察に行きまして、事業の見学等もし

てまいりました。研修会の内容につきまし

ても、そちらを参考に検討をしているとこ

ろです。 

 まず、研修会の内容でありますが、先ほ

どご答弁させていただきましたように、事

業全体の説明、また、高齢者の介護に関す

る研修、それを主な２点と考えているとこ

ろです。宝塚市での実績も参考にいたしま

して、現在、想定している数にはなります

けれども、説明会への出席がおおむね３０

名程度そのうち約半数ぐらいが、実際にこ

のトライアル事業にご参加いただけるも

のと、考えております。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ご答弁ありがとうござ

います。それでは、２回目の質問をさせて

もらいます。 

 まず、質問一つ目です。大阪府地域医療

介護総合確保基金事業というところで、減

額補正のある中で増額されているという

ところの理由について、あるいは事業内容

についてお聞かせいただきました。令和２

年度は３施設見込んだ予算というところ

ですね。理解いたしました。 

 予算を執行しようとしますと、令和２年

度末の３月までに何らかの形にしなけれ

ばならないと思いますけれども、この今の

申請の見通しであるとか、あるいはスケジ

ュール的なことも含めて、現時点でどのよ

うになっているかお聞かせいただきたい

と思います。 

 質問番号２番目、介護予防・生活支援サ

ービス事業というところで、増額されてい

る理由と、令和２年度の事業内容について
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お聞かせいただきました。 

 ３年目の利用者の伸びを想定して増額

に至ったというふうなことで理解いたし

ました。 

 当該事業といたしまして、訪問型サービ

スＡ、あるいは通所型サービスＣに転換さ

れていると思いますけども、このあたりを

中心に、今年度の状況について、確認の意

味でお聞かせください。 

 質問番号３番目、介護予防普及啓発事業

というところでの介護助手養成研修の具

体的な内容というところと参加人数等々

についてお聞かせいただきました。 

 就労トライアルに関しましては、宝塚市

を参考にされているというところも理解

いたしました。これは本市として新たな取

り組みでありますので、ぜひ頑張ってほし

いですし、元気なシニア世代の方々が自分

の空き時間などを活用して、お持ちの能力

とか、あるいは特技を生かす、生きがいを

持って社会に参加できる仕組みというと

ころでいくと、非常に期待できる取り組み

だと私は思っております。代表質問でも当

会派で言ってましたけど、これからシルバ

ー人材センターとの連携等々も重要にな

ってくるかと思いますので、うまく連携し

ていただきまして取り組んでいただきま

すように、これは要望としておきます。 

 続きまして、質問番号４番目です。地域

介護予防活動支援事業において、つどい場

づくりの活動ですね、今年度の実績、ある

いは令和２年度の活動内容についてお聞

かせいただきました。 

 ご答弁にもありましたけども、参加者を

限定せず、広く地域住民を受け入れるとい

うところで、好評と理解いたしました。 

 どなたでも気軽に参加できるつどい場

づくり活動というところでございますの

で、広く知っていただく必要があると考え

ます。答弁の最後に、周知していくという

ふうにおっしゃっておりましたけど、今後、

どのような形で周知されるのかというこ

とを、確認の意味でお聞かせください。 

 以上、２点目です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、２回目の

ご質問のまず１点目、大阪府地域医療介護

総合確保基金事業にかかわります令和２

年度の施設整備について、申請の見通しと

スケジュールのご質問であったかと思い

ます。 

 第７期の計画で見込んでおります先ほ

ど申し上げました３施設につきまして、令

和元年１１月にホームページ等で募集を

行いました。その結果、認知症対応型共同

生活介護については応募があり、現在、審

査中でございます。残り２施設につきまし

ては、引き続き、募集を行っておりますが、

現在まで応募がない状況でございます。第

７期計画が終了するまでに開設すること

が補助金対象の条件でございますので、ス

ケジュール的には令和２年４月中をめど

に募集をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、二つ目のご質問、介護予防・

生活支援サービス事業の訪問型サービス

Ａと通所型サービスＣについての令和元

年度の実績、状況ということでございまし

た。 

 訪問型サービスＡはシルバー人材セン

ターと株式会社布亀の２者に委託し、掃除

や洗濯、買い物などの生活援助を行ってお

ります。令和元年度の現時点での実績は、

シルバー人材センターの利用者が一人、延

べ件数が８１件、株式会社布亀の利用者が

一人で、延べ件数は４２件となっておりま
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す。平成３０年度はシルバー人材センター

が一人で９６件、株式会社布亀が二人で３

０件でしたので、ほぼ横ばいという状況で

ございます。 

 通所型サービスＣは保健センターを事

業者として指定しており、リハビリの専門

家が一人一人に合ったプログラムを作成

し、３か月もしくは６か月の集中的な運動

指導等が実施される短期間のサービスで

ございます。令和元年度の現時点での実績

は、利用者が２１人、延べ件数は５９０件

となっております。平成３０年度は３０人

で７１９件でございましたので、やや減少

しております。 

 続きまして、三つ目の補助型つどい場に

つきましてのご質問ということで、その周

知についてでございますが、令和元年度に

続き、広報誌、ホームページ、高齢福祉サ

ービス冊子、また、高齢者のための地域活

動マップ、地域福祉通信などに掲載してい

くほか、自治会、民生児童委員、老人クラ

ブなどの集まりや介護に関するイベント

などでのチラシ配布など、あらゆる機会を

捉えて市民の皆さんへの周知を図ってま

いります。 

 また、生活支援コーディネーターにより、

高齢者の介護予防と生活支援ができる地

域づくりを進める中で、直接地域住民の

方々に説明をするなど、積極的な周知に取

り組んでまいりたいと考えております。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございまし

た。それでは、３回目です。全て要望とさ

せてもらいます。 

 質問一つ目です。大阪府地域医療介護総

合確保基金事業というところでは、申請の

見通しと現時点での状況についてお聞か

せいただきました。 

 グループホームで１施設応募があった

というところで、非常に喜ばしい話と思い

ます。本市としては、実質的にかかわって

いくのが難しいのかもしれませんけれど

も、ぜひ具現化していただきたいと思いま

すので、ぜひよろしくお願いいたします。

要望としておきます。 

 質問二つ目です。介護予防・生活支援サ

ービス事業のところで、訪問型サービスＡ、

あるいは通所型サービスＣを中心に、今年

度の状況についてお聞かせいただきまし

た。 

 いずれも伸びてない、あるいは減少とい

うところでした。通所型サービスＣにつき

ましては、平成３０年度に週３枠にして、

伸びていくんかなというふうに思ってお

ったところではございますけれども、この

サービス内容に関しても、効果が出ている

という声も聞いているというふうにお聞

きしてますし、広くサービスを利用してい

く意味でも、ここも周知方法なども工夫い

ただければなというふうに思います。 

 また、これまでの状況を振り返って、利

用者のニーズなども令和２年度に反映さ

せていただきたいですし、利用者の方々に

サービス内容をよく理解いただいて、引き

続き、丁寧に対応いただければと考えます。

これも要望とします。 

 最後です。質問番号４、地域介護予防活

動支援事業において、つどい場づくりの活

動の周知方法についてお聞かせいただき

ました。 

 積極的にいろいろやられるというとこ

ろで理解いたしました。本当に出不精にな

りがちの高齢者の方々にとって、本当に足

を運ぶきっかけづくり、あるいは気軽に話

ができる仲間づくりにも、このつどい場づ

くり活動というのはなると思いますので、
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ぜひこれも精力的に広めていただけます

ように要望とさせていただきます。 

 以上で終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、予算概要の１

８６ページにあります地域介護予防活動

支援事業のつどい場づくり活動補助金に

つきまして、今、光好委員からは実績等の

お話、質問をされておりました。私からは、

このつどい場の補助金対象に関する内容

で、活動場所が市立集会所に限定をされて

いると思います。しかしながら、市立集会

所ではないけれども、地域に集まる場所が

あって、例えば中内公民館というようなと

ころもその一つかと思いますが、地域の公

民館等で実施する場合にも対象を広げて

もらえないかというような声がございま

すけれども、その点についてのお考えをお

聞きしたいと思います。 

 二つ目は、同じく予算概要１８６ページ、

生活支援体制整備事業の社会資源把握支

援業務委託料についてでございます。 

 令和元年度に構築されましたシステム

について、その内容とこれまでの実績につ

いてお聞きしたいと思います。 

 三つ目です。予算概要の１８８ページの

認知症サポーター養成講座の開催状況と

認知症サポーターの養成数についてお答

えいただきたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、補助型つ

どい場についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 補助型つどい場の交付対象についてで

ございますけれども、市立集会所は市内に

５０か所あるということで、本市の特徴と

なっております。その積極的な活用もこの

事業の目的の一つとして対象条件を設定

しました。しかし、地域の公民館があるか

ら、市立集会所がこの地域にはないのだと

いうことで、地域の公民館も対象としてほ

しいという声は確かに届いております。で

すので、立地場所や使用状況、使用料など

を調査し、対象場所の拡大について、今後、

検討してまいりたいと考えております。 

 続いて、質問２点目の生活支援体制整備

事業の社会資源把握支援業務委託料のご

質問だったかと思います。 

 社会資源把握支援システムの医療・介護

つながりネットについてでございますが、

令和元年１０月２８日から市のホームペ

ージにバナーを貼り、公開をしております。

サイトは市民向けと関係者向けの２層に

なっており、市民向けサイトでは、医療機

関、薬局、ケアマネジャー及び介護保険事

業者の検索ができ、介護保険事業者のサー

ビスの空き情報も調べることができます。 

 また、介護予防等の活動の場であるつど

い場、健康づくりグループ、校区のサロン、

リハサロンなども検索することができま

す。 

 関係者向けサイトは、パスワードを付与

した医療・介護関係者が閲覧できるもので、

市からのお知らせや国からの介護保険最

新情報、介護に関するニュースなどを掲載

しております。 

 現時点での実績としましては、令和２年

２月末までのアクセス数は１万３，３５５

件となっており、始まった１０月を除く４

か月の月平均は３，１０２件となっており

ます。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、認知症

サポーターの開催状況と、人数についてご
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答弁申し上げます。 

 認知症サポーターの養成講座につきま

しては、年に４回、４月、７月、１０月、

１月の第４水曜日、地域福祉活動支援セン

ターにおいて定期的に開催をいたしてお

ります。また、そのほか、随時、出前講座

による開催も行っております。令和元年度

は、２月末まででございますが、合計１３

回の養成講座を開催し、２５９人のサポー

ターを養成いたしました。認知症サポータ

ー養成講座を開始しました平成１９年度

から令和２年の２月末現時点までで合計

３，６９７人のサポーターを養成しており

ます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 まず、１点目のつどい場の補助金につい

てでございますが、私が住んでいるところ

も地域の中には集会所というのはありま

せん。近所の比較的近いところに何軒かあ

るのを借りるんですけれども、やっぱり地

域外だからお金がかかるということもあ

り、それ以外にも、地元でいろいろと定着

されている中で、そこに自分たちの内容を

取り組もうと思ったら、なかなか定期的に

使いにくいというのが一つあるのと、先ほ

ど申し上げたみたいに、中内公民館であっ

たり、財産区と言われるようなところで、

個人で持っておられるような、集会所とし

て使っているような場所というんですか

ね、そういうところがあるところは、せっ

かくあるのに、使いたいなというお声もあ

るかと思います。そういう意味でも、今後

の展開の仕方については、５０か所ある中

でも、まだ開催されているところはそんな

にも利用されてないというのは、いろいろ

な事情もあるかと思いますけれども、ぜひ

今後の展開というか、そういったことは検

討していただきたいなというふうに思い

ます。 

 先ほど国保の質問をさせていただいた

ときに、後期高齢者のときですかね、質問

をさせていただいた中で、高齢者の特定健

診の受診についてのお答えがございまし

て、その中に高齢者の保健事業と介護予防

の一体的な実施ということをこれから法

律が改正されたことによって取り組んで

いきたいというようなお答えがございま

した。 

 その中で、各自治体があるＫＤＢシステ

ムを活用して、個別自治体の健康課題を抽

出、分析をしながら、摂津市ではつどい場

のような場所を活用しながら、健康相談や

受診勧奨の取り組みなどにも促進をして

いきたいというようなお答えがあったん

ですね。そうなりますと、やはりそういう

本当に身近で健康相談ができる、また、介

護のお話を聞けるということは、高齢者の

健康には大変メリットのあるような取り

組みなのではないかなと思いましたので、

ぜひ保健福祉部として同じ場所にござい

ますので、その辺の連携をしながら、これ

からのつどい場の拡充、利用しやすいよう

な、そういったこともご検討いただきたい

と思いますので、これは要望とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 二つ目につきましては、社会資源把握支

援業務委託料につきましては、介護・医療

つながりネットということでございます。

地域福祉通信にも、この間、載っていまし

て、私もこれを見ながら開かせていただい

たんですけれども、初めて見たときには、

ただの広告だと思っていました。ほかのい

ろんなホームページを見ますと、どうして

も下のほうにはそういう企業の協賛の企

業の名前とか、そういうのが比較的多いよ
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うな気がしてて、バナーというと、やっぱ

り横側に、右か左側にちらちらちらちら何

か動いてますと、気になって、そっちをい

じりたくなるというか、そういう位置につ

いても気になるところがあったんですけ

れども、介護・医療のつながりネットの今

後の展開についてお聞きしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それから、認知症サポーター養成講座に

つきましては、現在、累計で３，６９７人

ということでございました。 

 昨年６月に閣議決定をされました認知

症施策推進大綱の中では、２０２５年を目

標に全市町村で認知症サポーターを中心

とした支援をつなぐ仕組みとして、チーム

オレンジの整備を目指すというようなこ

とが載っていたと思いますが、本市として

どのように進めていかれるのかお聞きし

たいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、医療・介

護つながりネットの今後の展開というご

質問にお答えいたします。 

 医療・介護つながりネットは、医療と介

護にかかわる多職種がこのシステムを通

じて連携を図りやすくすることを目的の

一つとして構築いたしました。とりわけ関

係者向けサイトでは、市からも情報提供が

しやすくなり、積極的にさまざまな情報発

信ができるようになりました。今後、事業

者へのアンケートや災害時における情報

収集、情報発信などで活用できるように取

り組んでまいりたいと考えております。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 チームオレンジ

についてのご質問でございます。 

 本市においては、認知症のご本人や家族

を支援する施策につきましては、市内の介

護保険事業所やボランティアグループ、有

識者、社会福祉協議会など関係機関で構成

する認知症支援プロジェクトチームで協

議をし、取り組みを進めているところでご

ざいます。 

 今後の認知症サポーター養成講座の対

象者拡充や、また、ステップアップ講座の

開催、認知症のご本人、家族のニーズ把握

などについても、こちらのプロジェクトチ

ーム情報把握に努め、検討してまいりたい

と思います。 

 また、第８期高齢者かがやきプラン策定

に向けましたニーズ調査の結果等も踏ま

えまして、今後、チームオレンジの整備に

ついて検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。

介護・医療つながりネット、先ほどアクセ

ス数が１万３，３５５件といったお答えだ

ったと思います。開いてみて、こういうこ

とが書かれているんだなと認識はしまし

たが、まだまだ見にくい点もあったかなと

いうふうに私の中では感じた点もござい

ましたので、またこの利用頻度が高まるよ

うな、できるだけわかりやすいところであ

ればいいかと思いますし、ぜひ検討してい

ただければなと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それから、認知症サポーター養成講座に

つきましては、私も随分前になると思いま

す、このサポーター講座を受けました。当

初から比べたら、人数の伸び率というのは

いかがなものかなと。余り伸びてないよう

な印象だったんですけれども、いずれにし

ましても、この認知症サポーターの養成講

座を受けられた方からは、認知症になった
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方について、どのように見分けたらいいの

かとか、また、気づいてあげられるにはど

うしたらいいのかなとか、そういったこと

から学んでいかれた方もいらっしゃいま

すし、また、近所の方でお一人でお住まい

の方で気になる方、この方に対してどんな

対応をしたらいいのかなと思って気軽に

受けた方、そういった方が私の近所にも何

人かいらっしゃいます。しかし、その後、

何かするかといったら、別に特にはないと

いうことがあります。 

 チームオレンジは認知症の人や家族を

認知症サポーターが中心となって近隣で

チームを組み、見守りや外出の支援を行う

という考え方が、このチームオレンジとい

うのはあるのかなと思っております。コン

ビニや金融機関の協力を得ながら、また、

地域の実情に応じて取り組み方を検討す

るといったことも柔軟的に考えられるか

と思っております。 

 認知症サポーターになって何かするこ

とはないのかな、また、何かできることが

あれば支援をしたいというような方も市

民の中にはいらっしゃいますので、ぜひ整

備の検討をお願いしたいと思います。要望

とさせていただきます。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、介護保険につ

いて質問させていただきます。 

 まず、基金です。補正予算書で基金の積

み立てが上がっています。４万３，０００

円だったと思いますけど、２０１９年度の

基金残高はこれで幾らになるのか、２０１

８年度と比べてどうなのか、決算見込みと

してどうなのか、一般的には３年間の１期

の真ん中ですから、とんとんという見通し

だというふうに思うんですが、いかがでし

ょうか。 

 それから、２０２０年度の予算、基金繰

入金１億１，４１８万４，０００円上がっ

ています。一方で積立金が６，０８７万２，

０００円というふうに計上されています。

この予算の基金の出し入れがあって、基金

残高最終的に幾らになるのか教えてくだ

さい。 

 かがやきプランで今から来期の保険料

の算定をされると思いますが、そのときに

基金残高を取り崩して、全部算定の中に入

れるんだというふうにいつもお答えいた

だいていますけれども、この取り崩す基金

残高というのは、いつの時点のものなのか

教えていただきたいと思います。 

 二つ目です。先ほどから施設整備のお話

が出ていました。３施設のうちの１施設は

手を挙げていただけたけれども、あと２施

設は手が挙がらないというお話でした。７

期中にできないということであれば、施設

整備費だけではなく、この施設でのサービ

ス見込み料、これが変わってくると思うん

ですね。平成３２年度ということで見込み

が書かれておりますけれども、そこでこの

施設が整備できなければ、約１億５，００

０万円ほど見込みが変わってくるのかな

というふうに思います。この金額が２０２

０年の決算で黒字として出たとしても、も

うプランは策定をしてしまった後という

ことになって、保険料引き下げの財源には

回りませんということになると思うんで

すね。６期の終わりに３億円ほど出ました

けれども、またこれが宙に浮くということ

になるというふうに思うんですけれども、

介護保険料見直しのたびに値上げがされ

てきて、年金から天引きをされて生活が苦

しいと、こういうお話をたくさん聞いてお
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ります。この宙に浮いてしまうんではない

かと思われる１億５，０００万円、しっか

り保険料引き下げに使ってほしいんです

が、これはどうなるのか教えてください。 

 三つ目です。消費税の増税の対策という

ことで、新たに保険料が変わる、引き下げ

になるというふうになる方がいらっしゃ

ると思うんですけど、ここについて説明を

いただきたいと思います。 

 続いて、四つ目です。摂津市で保険料の

独自減免、これを行っていただいていると

思うんですね。保険料減免制度をつくって

いただいています。２０１８年度、２０１

９年度、どのぐらい利用があったのか教え

てください。 

 それから、五つ目です。国が保険者機能

強化推進交付金というのをつくっており

ますけれども、これに加えて、新年度には

新たに保険者努力支援交付金というのを

創設しています。これはどのような内容な

のか教えてください。 

 六つ目です。２０１９年度には、今まで

は全ての方々に要介護認定、これを受けて

いただくということでやっておられた制

度を、運用を変えて、チェックリストの使

用を大幅に広げたと思います。この間の使

用は何か月間やられて、何件あったのか。

そして、それは年間の見通しとして何件に

なるのか。対象者のパーセンテージがわか

れば、それもお答えください。 

 それと、先ほどからお話が上がっていま

した緩和された基準の訪問型サービスＡ、

これは光好委員の質問の中で数が上がっ

ていました。来年度も通所型サービスＢは

やらずに、訪問型サービスＡと通所型サー

ビスＣとこの二つでいくのかということ

も教えてください。 

 それから、７番目です。就労トライアル

の話、これも何人からも出ていました。就

労トライアルといいながら、働かれる、お

仕事をされるということだと思いますの

で、最低賃金、これが守られるのかどうか

ということと、それから、もしけがをされ

たりとか、そういう保険の関係ですね、そ

ういうこともしっかりと考えられてやら

れるのかというふうなこともお伺いした

いと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、ご質問に

お答えいたします。 

 介護保険給付費準備基金の積立金のこ

とでございます。 

 まず令和元年度末の基金残高というこ

とで、６億３，１１３万６，５７３円でご

ざいます。令和２年度の当初につきまして

は、取り崩しをいたしまして、５億７，７

８２万４，５７３円となっております。そ

れから、次の第８期計画には、どの時点ま

での基金を入れることができるのかとい

うご質問だったかと思うんですけれども、

介護保険は３年間で一つのサイクルです

ので、２年目の最後、令和元年末の基金ま

では第８期に回る可能性があります。最終

年度である令和２年度の分はタイミング

的に第８期に入れられないことになって

おります。 

 施設整備につきまして、整備されなけれ

ばどうなるのかということなんですけれ

ども、結果的には保険給付費が使われない

ということになります。次の第８期の計画

を策定する際に、改めて、サービス量や認

定者数などの見込みを全て設定し直して

まいります。 

 続きまして、低所得者の第１号保険料の

軽減強化に係る令和２年度の対応という
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ことでございます。 

 第一段階、第二段階、第三段階の保険料

の方が軽減されるもので、摂津市の場合、

令和２年度は第一段階の方が０．３、第二

段階の方が０．４５、第三段階の方が０．

７に保険料基準額に対する割合が軽減さ

れる予定でございますけれども、まだ法案

が通っておりませんので、これが確定すれ

ば、今年度同様、６月あたりに補正をかけ

ることになるかと思っております。 

 市の独自減免についてでございますけ

れども、平成３０年度の対象者は１５人で

ございました。令和元年度の２月末時点で

は１３人ということになっております。 

 それから、介護保険保険者努力支援交付

金でございますけれども、これは公的保険

制度における介護予防の位置づけや高齢

者の活躍促進等の取り組みをさらに高め

るため、保険者機能強化推進交付金とは別

に新たに創設される交付金となっており

ます。保険者機能強化推進交付金と同額の

規模が想定されておりまして、全国で都道

府県１０億円、市町村１９０億円の合計２

００億円となっております。指標がまだ発

表されていないため、当初予算では計上し

ておりませんけれども、保険者機能強化推

進交付金と同様に、交付金額が確定した段

階で補正予算で計上するという予定にな

っております。 

 それから、基本チェックリストの件だっ

たかと思います。これにつきましては、今

年度の８月申請の分から２月末まででご

ざいますが、７か月間で６２件の申請とな

っております。年間ベースにいたしますと、

１１０件ぐらいになるかと思います。実際

に総合事業のみを使っておられる対象者

に対する基本チェックリストの申請件数

分につきましては、８月以降で計算でいく

と、４割の方ぐらいということになってお

ります。 

 それから、訪問型サービスＡと通所型サ

ービスＣのご質問だったかと思いますけ

れども、今年度どおりといいますか、新た

なサービスの創設は今のところはなく、訪

問型サービスＡと通所型サービスＣの展

開ということで考えております。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、就労ト

ライアルの事業についてご答弁申し上げ

ます。 

 最低賃金の保障やけがの保険について

でございます。先ほどご答弁の中で申し上

げましたように、宝塚市を参考にと、考え

ております。介護保険の事業所とご本人と

の契約ということになりますが、宝塚市で

は最低賃金を上回る金額での契約、また、

けが等につきましても、職員として保険等

への加入というように聞いております。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目は全て

要望にいたします。 

 まず、基金の問題です。基金額としては

２０１８年度末よりも少し下がった形に

なっているのかなというふうに思います。

ただし、これを次の保険料の算定に充てる

ときにどこを取り崩すのかということで

すけれども、２０１９年度末の分を取り崩

すということで、今から新しく始まる新年

度、ここでの出てくる黒字については算定

には反映しないと。やっぱり宙に浮いてし

まうという形になるんだと思うんです。 

 これは前から指摘をしていることです

けれども、介護保険料が高くなっていって

いる。その中で、次のプランにそれを使う

という予定のないお金が大きく残ってく

るというのは、市民にとって納得がいかな
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いというものだと思います。 

 施設については、恐らく来期も、施設が

欲しいというお声はもちろんありますか

ら、また算定結果はわかりませんけれども、

計画をしていかれるのかなというふうに

思うんですけれども、その費用をどうやっ

て考えるのかというところでは、やはり１

億５，０００万円ほど、今から使わないで

あろう金額というのが見込まれるわけで

すから、ここをどう考えるかというのは、

ぜひしっかりと議論をしていただいて、保

険料が少しでも引き下がるように考えて

いただきたいなというふうに思います。よ

ろしくお願いします。 

 ２番目です。施設整備の問題、今、お話

しさせていただきましたので、これは言っ

たお話と一緒ということで、これも要望で

すので、よろしくお願いいたします。 

 それから、３番目です。国は消費税増税

の対策ということで、低所得者対策という

形で、少し基準額よりも低い方々に対して

保険料引き下げというふうなことをして

きているわけですけれども、それは限られ

た方ということで、基準額の方はそのまま

なわけですね。この基準額というのは本人

非課税です。本人が低所得であっても、基

準額、ご家族が誰か所得があれば、基準額

ということになるわけです。やはり５，７

９０円というのは、１か月分ですけれども、

大変高いと思います。ぜひ第８期は値上げ

にならないプランを立てていただきたい

と思います。これも要望にしておきます。 

 それから、独自減免です。保険料減免を

するという制度をつくっていただいてい

るわけですが、この人数、あんまり変わっ

ていないですね。ずっと横ばい状態かなと、

十数人というのが続いているのかなとい

うふうに思います。非常に少ないなと、も

っと対象者はいらっしゃると思います。減

免制度の周知、チラシとか、それから申請

書をぜひ、今回、介護保険の算定結果を出

されるときには、この減免の通知も一緒に

送っていただきたい。そういう制度がある

ということを、今回、新型コロナウイルス

の問題もありますので、ぜひお知らせをし

ていただきたいと思います。要望としてお

きます。 

 それともう一つは、独自減免だけではな

くて、所得減少、国の減免制度もございま

す。今までは介護保険の方々は働いてらっ

しゃらないというのが何となく当たり前

みたいな感じだったんですけれども、お仕

事をされている方もふえてきています。シ

ルバー人材センターへ行かれているとか、

いろいろいらっしゃると思います。新型コ

ロナウイルスの影響で収入減というのが

発生する可能性が、水谷委員も先ほどおっ

しゃっていましたけれども、そういう影響

もありますので、ぜひこの国の制度、所得

減少のもお知らせをしていただきたいな

というふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 次、５番目です。保険者努力支援交付金、

健康増進のためのさまざまな取り組みに

対して評価がつくのかなというふうに思

います。健康増進のための取り組みという

ことでありましたら、これは大いに頑張っ

ていただきたいと思います。まだ国保と違

ってペナルティーは入ってきていないと

は思うんですけれども、要介護認定の引き

下げであるとか、それから介護保険からの

卒業というようなことを言って、介護保険

を取り上げる、サービスを取り上げるとい

う、こういうようなことが他市では起こっ

ています。こういうことが行われないよう

に、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
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 続いて、６番目はチェックリストの問題

です。 

 対象者の４割ということで、非常に多い

なと思っております。大阪社会保障協議会

の自治体キャラバンで、去年の数字しか出

ないわけなんですけれども、対象者と、そ

れからチェックリストの使用ということ

で、対象者というのは、摂津市は、今、狭

めた形で、送る人を４割と言っていただい

たと思うんですけども、要支援の１、２の

方々を合計した数に対してチェックリス

トどれぐらいかというふうなことで見て

みますと、吹田市は４．９％ぐらいなんで

す。茨木市が６．８％、摂津市は、これは

私が計算しましたけれども、昨年の要支援

の方々の数字と、今、おっしゃっていただ

いた年間のチェックリスト数でいきます

と、８％ぐらいかなというふうに思います。

やはりこれは多いと思うんですね。本人に

要介護認定を受けることができるという

ことをしっかり伝えて、本人の意思でチェ

ックリストの使用を選んでいるのかどう

か、これが気になるところです。 

 吹田市はマニュアルをつくっておりま

して、この中に認定を受けたいという項目

もちゃんと入れているんですね。それを確

認するということをしているということ

でございます。 

 摂津市の場合は、チェックリストの対象

と要介護認定と、二つをつくって、どちら

かを送るという形をとっておられると思

うんですけれども、せめて二つとも送って、

どっちも使えるんですよ、あなたの意思は

どうですかということをちゃんと説明を

して、それで選んでいただくということを

せめてやっていただきたい。ケアマネジャ

ーが誘導するというふうなことにならな

いように、もちろんケアマネジャーは親切

でいろいろおっしゃっていただくとは思

うんですけど、全ての事情までわかるとい

うわけにはいきません。今回、代表質問の

答弁で、ケアマネジャー等が利用のニーズ

を丁寧に聞き取り、専門的なサービスが必

要な方には、必要なサービスが提供できる

というご答弁をいただきました。専門的な

サービスを必要な方に必要なサービスを

提供する、このことは、今、しっかり守っ

ていただいておると思います。先ほどの通

所型サービスＢを入れないとか、これは非

常に評価しております。本当に頑張ってい

ただいていると思うんですけれども、その

手前のケアマネジャー等が利用者のニー

ズを聞く、これはケアマネジャーが介護度

を認定するわけではありません。やはりそ

の方が要介護認定なのか、それともチェッ

クリストなのかということを選んでいた

だくというところも丁寧にぜひやってい

ただきたいと思いますので、お願いいたし

たい。厚生労働省はチェックリストは行政

処分に当たらないと言っています。これは

本人がそれを選んだということを前提と

しているからだというふうに書かれてい

ますので、ぜひこの点、お願いしたいと思

います。 

 就労トライアルです。 

 最低賃金を守る、保険加入ということで

ございました。そこは安心しましたけれど

も、国は全世代型社会保障という名で、社

会保障費の担い手を広げるために、定年延

長や新たな働き方などといって、高齢者の

就労を拡大しようとしています。これは年

金給付の削減を狙ったものです。元気な高

齢者が生きがいを求めて仕事やボランテ

ィア活動をすることはもちろんすばらし

いことですし、否定するものではありませ

んけれども、社会保障費を削減し、働かな
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ければ生活がしていけない状態に高齢者

を追い込むようなことがあってはなりま

せん。 

 また、全ての介護職員の処遇改善によっ

て、介護の専門性を高めて、要支援、要介

護の必要な人に専門的なサービスを提供

されなければなりません。安かろう、悪か

ろうの形で仕事を広げるというのは間違

っているというふうに思います。 

 この就労トライアル、本当に生きがいの

ためにということで取り入れられるとい

うことですので、その点もしっかり注意を

しながら、また国にも求めていっていただ

きたいと思います。 

 以上で終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、１点、質問させ

ていただきたいと思います。 

 予算概要の１８８ページになりますけ

ども、高齢者の権利擁護事業の件です。 

  今回、この事業について１６６万円の

予算計上がされていますけれども、どのよ

うな事業内容かお聞かせいただきたいと

思います。 

 事業内容もたくさんあると思いますの

で、２点について、一つは施設の虐待防止

の取り組みについて、もう一つは成年後見

人制度について、この２点について、お聞

かせよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、高齢者

の権利擁護事業についてのご質問にお答

えいたします。 

 ご質問いただきました施設における高

齢者虐待防止についてでございます。 

 こちらは、研修会の開催について予算を

計上しているものです。市内の特別養護老

人ホームや老人保健施設、また、サービス

付き高齢者住宅や有料老人ホーム等、入所

系の施設の職員を対象といたしまして、施

設における高齢者の虐待や不適切な介護

を防ぐことを目的として開催をしており

ます。日々の介護の振り返りや気づきを促

すことを目的としておりまして、講義のほ

かにグループワーク等を取り入れた研修

内容としております。令和元年度について

は、この研修会は２回コースで、対象とな

られる施設は２５か所ありますが、そのう

ち２０施設の職員の方にご参加をいただ

いております。 

 もう一点の、成年後見制度についてでご

ざいます。 

 こちらにつきましては、認知症などによ

りまして、高齢者が自身の権利が侵害され

るおそれがある場合において、親族等がお

られないなどの理由により、市長が成年後

見の申し立てを行うものです。その場合に

係る費用、また、その後、選任されました

後見人等への報酬に係る費用を予算計上

しております。令和２年度につきましては、

申し立てを行った件数が６件、また、利用

支援につきましては、平成３０年度の実績

となりますが、２件となっております。ひ

とり暮らしの高齢者の方や、また、高齢者

のみ世帯がふえる中で、高齢者自身が意思

を尊重しながら、人生の最後まで権利が守

られ生活できるようにということでこの

事業を実施しております。 

○森西正委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 ありがとうございます。我

が家も、私ごとになりますけど、８３歳の

家内の母親がおりまして、デイサービスと

かで非常にお世話になっておりまして、家

庭内でも、娘と母親ですので、お互い言い
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たいことを言い合って、両方が辛抱してい

るというふうな状況も、毎日、目の当たり

にしております。 

 そういう意味で、介護施設に勤めておら

れる方の心のケアをやっぱり十分できる

体制というのをとっていただいて、事業所

によって、ある程度の規模の事業所であれ

ば、そういうケアする人材もいらっしゃる

かと思うんですけども、なかなかそこまで

手が回らないというところもあると思い

ますので、そういった部分は市のほうで、

毎日ではなくてもいいと思うんですけど、

お話ができる、相談に乗ってあげられる、

そういう機会をぜひとも設けていただい

て、それを積み重ねることによって、そう

いう施設で働く方の定着にもつながって

いくと思いますので、よろしくお願いをい

たしたいというふうに思います。 

 もう一点、成年後見制度については、こ

の制度があるということ、また、どういう

意味があるのか、これ、なかなか、説明い

ただいたらわかるんですけど、この成年後

見制度という文字だけ見たら、何のことか

よくわからないという部分ももしかした

らあるのかもしれません。 

 そういった意味で、現在、８０５０問題、

ご存じだと思いますけども、高齢者と、ご

事情があってお仕事ができていない子息

の方と一緒に暮らしておられる家庭もあ

ります、実際に。ご相談を受けることも多

くなってきました。そういう中で、親御さ

んの年金、本来であれば介護サービスに回

るべきところが、子息を養うために、介護

サービスに年金のお金が回らずにという、

そういう状況もあったりします。ライフサ

ポーターとかにもそういう制度のことを

わかっていただいて、いざというときにな

って後手に回らないようによろしくお願

いします。 

 これは要望なんですけど、今、新型コロ

ナウイルスということで、医療機関につい

ては光が当たって、マスクとか予防の薬と

かいうふうなことを言われているんです

けど、介護の分野も、感染してしまうと重

篤になってしまう高齢者の方ばっかりが

いらっしゃいます。そういう意味で、施設

に足りているのかどうか声をかけていた

だいて、感染しないようにまたご尽力いた

だけることを要望して終わります。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 先ほど増永委員へ

の基本チェックリストの申請割合につい

て、分母を明確にしておこうと思いま。更

新時に総合事業を利用している方のうち

基本チェックリストを申請された方とい

うことでございます。具体的に申しますと、

８月以降、２月末までの総合事業の利用件

数は１６３件で、申請件数、６２件で割っ

た数ということで、約４割でございます。

済みません、補足させていただきます。 

○森西正委員長 先ほど水谷委員が施設

のマスク等、要望とありましたけれども、

現状でもし把握をしている部分があれば、

お答えいただけますか。 

 平井理事。 

○平井保健福祉部理事 新型コロナウイ

ルス感染症の関係で、全国的にマスク不足

という状況になっております。我々としま

しても、介護事業者連絡会を通じまして、

介護事業所のマスクの状況を確認させて

いただいております。現時点で約１万枚程

度、配布をさせていただいておりまして、

今後も不足する場合、特に高齢者の方、障

害者の方につきましては、感染した場合の

重症化になりやすいと言われてますので、
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できるだけ市としても、十分ケアをしてい

きたいと考えております。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 なければ以上で質疑を

終わります。 

暫時休憩します。 

（午後１時５５分 休憩） 

（午後１時５６分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 議案第２２号の審査を行います。本件に

ついては、補足説明を省略し、質疑に入り

ます。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、地球温暖化対

策地域計画策定委員会の設置ということ

で、この条例であるかと思いますけれども、

この委員会というのは、今回、この計画を

策定するためだけの委員会ということで

よろしいんでしょうか。たしか前回のこの

地域計画については１０年間でしたかね、

期間があったと思うんですけれども、この

計画をされている間の期間中には、この委

員会を開くということは行われないのか、

その点だけお聞きしたいと思います。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 福住委員のご質問

にお答えいたします。 

 今回の委員会につきましては、計画策定

委員会という形で考えておりますので、策

定を目的とし、その後のことについては検

討はしておりません。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 そうしましたら、令和２

年度の１年間でこの委員会の使命は終わ

りということになるんでしょうか。 

 あともう一点聞かせていただくと、多分、

７人ぐらいなのかなと思うんですけど、こ

のメンバーが１０年前の計画から変わる

ということは、一応、今のところあるのか、

ないのか、お聞きしたいと思います。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 メンバー構成のご

質問にお答えいたします。 

 前回の計画につきましては、１４人の委

員を任命いたしまして策定いたしました

が、今回、７人程度で考えております。 

 メンバー構成につきましては、学識経験

者、市民代表、関係機関と大阪府、摂津市

の代表という形で考えております。構成メ

ンバー自体、個人については変更の可能性

はありますけれども、構成する機関等につ

きましては、前回とほぼ同様の形になると

考えております。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 わかりました。本当に大

変難しい計画を策定する委員会なのかな

と思っております。また１０年間の計画に

なるのかもしれませんけれども、本当によ

りよい中身にしていただきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後１時５９分 休憩） 

（午後２時    再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第４号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第６号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第７号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第８号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第９号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第３０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第３１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第３２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午後２時２分 休憩） 

（午後２時４分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 時間の関係上、今回の会議中に視察先等

の決定は困難かと思われますので、本会議

最終日において協議、決定させていただき

たいと思います。 

 なお、常任委員会の所管事項に関する事

務調査について、閉会中に調査することが

諮られます。本委員会の所管事項について

は、老人福祉行政について、障害者福祉行

政について、保健医療行政について、環境
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衛生行政について、商工行政について、農

業行政について、文化スポーツ行政につい

てを令和２年度末まで閉会中調査するこ

とにいたしたく思いますが、異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 それでは、次回開催時は、視察項目、候

補地及び候補日を提案いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午後２時７分 閉会） 
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